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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（市場デリバティブ取引の種類）

第３条 本所の市場における市場デリバティ

ブ取引は、次の各号に定める取引とする。

（市場デリバティブ取引の種類）

第３条 本所の市場における市場デリバティ

ブ取引は、次の各号に定める取引とする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引

有価証券の売買に係る法第２条第２１

項第３号に掲げる取引及び同号に掲げる

取引のうち同項第２号に掲げる取引に準

ずる取引としてこの規程に定める取引に

係るものであって、有価証券オプション

（権利取得者（当該有価証券オプション

を付与された者をいう。）の意思表示に

より当事者間において、有価証券の売買

又は当該意思表示を行う場合の有価証券

の価格としてあらかじめ設定した価格と

現に当該意思表示を行った時期における

現実の当該有価証券の価格（以下「現実

価格」という。）との差に基づいて算出

される金銭を授受することとなる取引を

成立させることができる権利をいう。以

下同じ。）を相手方が当事者の一方に付

与し、当事者の一方がこれに対して対価

を支払うことを約する取引をいう。

（３） 有価証券オプション取引

有価証券の売買に係る法第２条第２１

項第３号に掲げる取引であって、有価証

券オプション（権利取得者（当該有価証

券オプションを付与された者をいう。）

の意思表示により当事者間において、有

価証券の売買を成立させることができる

権利をいう。以下同じ。）を相手方が当

事者の一方に付与し、当事者の一方がこ

れに対して対価を支払うことを約する取

引をいう。

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略）

（用語の意義）

第４条 この規程において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（用語の意義）

第４条 この規程において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（１）～（３）の２ （略） （１）～（３）の２ （略）

（４） 権利行使価格とは、有価証券オプ

ションについては、当該オプションの権

利行使を行う場合の約定値段としてあら

かじめ設定した価格又は前条第３号の意

思表示を行う場合の有価証券の価格とし

てあらかじめ設定した価格をいい、国債

証券先物オプションについては、当該オ

プションの権利行使を行う場合の約定値

段としてあらかじめ設定した価格をい

い、指数オプションについては、前条第

５号の意思表示を行う場合の指数として

あらかじめ設定した数値をいう。

（４） 権利行使価格とは、有価証券オプ

ション及び国債証券先物オプションにつ

いては、当該オプションの権利行使を行

う場合の約定値段としてあらかじめ設定

した価格をいい、指数オプションについ

ては、前条第５号の意思表示を行う場合

の指数としてあらかじめ設定した数値を

いう。

（５）～（１０） （略） （５）～（１０） （略）
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（１１） 取引日とは、次のａからｃまで

に掲げる市場デリバティブ取引の区分に

従い、当該ａからｃまでに定めるところ

による。

（１１） 取引日とは、次のａ及びｂに掲

げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａ及びｂに定めるところによ

る。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 指数先物取引及び指数オプション取

引

一の日の午後４時１５分から、その

翌日の午後４時までをいう。ただし、

フレックス限月取引（取引参加者の申

請に基づき、本所が指定する取引日を

取引最終日とする限月取引をいう。以

下同じ。）にあっては、一の日の午後

３時３０分から、その翌日の同時刻に

至るまでをいう。

ｂ 指数先物取引及び指数オプション取

引

一の日の午後４時１５分から、その

翌日の午後４時までをいう。

ｃ 有価証券オプション取引（フレック

ス限月取引に限る。）

一の日の午後３時３０分から、その

翌日の同時刻に至るまでをいう。

（新設）

（１２）～（１４） （略） （１２）～（１４） （略）

（取引の対象）

第８条 有価証券オプション取引の対象は、

国内の金融商品取引所に上場されている有

価証券のうち、次条に定める基準に基づき

本所が選定した有価証券（以下「オプショ

ン対象証券」という。）に係る次の各号に

掲げる有価証券オプションとする。

（取引の対象）

第８条 有価証券オプション取引の対象は、

国内の金融商品取引所に上場されている有

価証券のうち、次条に定める基準に基づき

本所が選定した有価証券（以下「オプショ

ン対象証券」という。）に係る次の各号に

掲げる有価証券オプションとする。

（１） 有価証券プットオプション

次のａ及びｂに掲げる有価証券オプシ

ョンとする。

ａ 権利行使により成立する有価証券の

売買において、権利行使価格で次項及

び第３項に規定するオプション対象証

券の数量（以下本項において同じ。）

の売付けを成立させることができる有

価証券オプション

ｂ 権利行使により、現実価格が権利行

使価格を下回った場合にその差にオプ

ション対象証券の数量を乗じて得た額

の金銭を権利取得者が相手方から受領

することとなる取引を成立させること

ができる有価証券オプション

（１） 権利行使により成立する有価証券

の売買において、権利行使価格で次項及

び第３項に規定するオプション対象証券

の数量（次号において同じ。）の売付け

を成立させることができる有価証券オプ

ション（以下「有価証券プットオプショ

ン」という。）

（新設）

（新設）

（２） 有価証券コールオプション

次のａ及びｂに掲げる有価証券オプシ

（２） 権利行使により成立する有価証券

の売買において、権利行使価格でオプシ
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ョンとする。

ａ 権利行使により成立する有価証券の

売買において、権利行使価格でオプシ

ョン対象証券の数量の買付けを成立さ

せることができる有価証券オプション

ｂ 権利行使により、現実価格が権利行

使価格を上回った場合にその差にオプ

ション対象証券の数量を乗じて得た額

の金銭を権利取得者が相手方から受領

することとなる取引を成立させること

ができる有価証券オプション

ョン対象証券の数量の買付けを成立させ

ることができる有価証券オプション（以

下「有価証券コールオプション」とい

う。）

（新設）

（新設）

２ 最小単位の権利行使により成立する前項

各号に規定する売買又は取引に係る数量

（以下「有価証券オプション１単位のオプ

ション対象証券の数量」という。）は、オ

プション対象証券の売買単位（当該オプシ

ョン対象証券を上場する取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所（以下「オプ

ション対象証券上場取引所」という。）が

規則により定める売買単位をいう。以下同

じ。）に係る数量とする。

２ 最小単位の権利行使により成立するオプ

ション対象証券の売買に係る数量（以下

「有価証券オプション１単位のオプション

対象証券の数量」という。）は、オプショ

ン対象証券の売買単位（当該オプション対

象証券を上場する取引所金融商品市場を開

設する金融商品取引所（以下「オプション

対象証券上場取引所」という。）が規則に

より定める売買単位をいう。以下同じ。）

に係る数量とする。

３ 前項の規定にかかわらず、有価証券オプ

ションについて、第１２条第２項の規定に

基づき有価証券オプション１単位のオプシ

ョン対象証券の数量を調整した場合には、

当該調整した数量のオプション対象証券の

売買又は現実価格と権利行使価格との差に

当該調整した数量を乗じて得た額の金銭を

授受することとなる取引が最小単位の権利

行使により成立するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、有価証券オプ

ションについて、第１２条第２項の規定に

基づき有価証券オプション１単位のオプシ

ョン対象証券の数量を調整した場合には、

当該調整した数量のオプション対象証券の

売買が最小単位の権利行使により成立する

ものとする。

４ 有価証券オプション取引において、銘柄

とは、オプション対象証券、有価証券オプ

ション１単位のオプション対象証券の数

量、権利行使日、権利行使価格及び権利行

使により成立する取引の種別を同一とする

有価証券プットオプション及び有価証券コ

ールオプションをいうものとする。

４ 有価証券オプション取引において、銘柄

とは、オプション対象証券、有価証券オプ

ション１単位のオプション対象証券の数

量、権利行使日及び権利行使価格を同一と

する有価証券プットオプション及び有価証

券コールオプションをいうものとする。

（オプション対象証券の選定基準）

第９条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定にかかわらず、オプション

対象証券の発行会社（投資法人を含む。）

の企業再編（合併（投資法人の合併を含

む。）、株式交換、株式移転及び会社分割

等をいう。以下この章及び第５３条におい

（オプション対象証券の選定基準）

第９条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定にかかわらず、オプション

対象証券の発行会社（投資法人を含む。）

の企業再編（合併、株式交換、株式移転及

び会社分割等をいう。以下同じ。）が行わ

れた場合において、当該企業再編に係る新
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て同じ。）が行われた場合において、当該

企業再編に係る新設会社（新設投資法人を

含む。以下この章において同じ。）若しく

は存続会社（存続投資法人を含む。以下第

１０条の２において同じ。）の発行する有

価証券をオプション対象証券に選定すると

き又はオプション対象証券（投資信託受益

証券に限る｡）の併合（投資信託及び投資法

人に関する法律（昭和２６年法律第１９８

号）第１６条第２号に規定する併合をいう｡

以下この項において同じ｡）が行われた場合

において当該併合に伴い発行される投資信

託受益証券をオプション対象証券に選定す

るときは、企業再編及び併合の形態並びに

企業再編前及び併合前のオプション対象証

券の売買高等を勘案するものとする。

設会社若しくは存続会社の発行する有価証

券をオプション対象証券に選定するとき又

はオプション対象証券（投資信託受益証券

に限る｡）の併合（投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和２６年法律第１９８号）

第１６条第２号に規定する併合をいう｡以下

この項において同じ｡）が行われた場合にお

いて当該併合に伴い発行される投資信託受

益証券をオプション対象証券に選定すると

きは、企業再編及び併合の形態並びに企業

再編前及び併合前のオプション対象証券の

売買高等を勘案するものとする。

（限月取引及びその数）

第１０条 有価証券オプション取引は、有価

証券オプションについて、次の各号に掲げ

る限月取引により行うものとする。ただ

し、本所が指定するオプション対象証券に

係る有価証券オプションについては、フレ

ックス限月取引のみにより行うものとす

る。

（限月取引及びその数）

第１０条 有価証券オプション取引は、有価

証券オプションについて、毎月の第二金曜

日の前日を取引最終日とする限月取引に区

分して行うものとする。

（１） 通常限月取引（毎月の第二金曜日

の前日を取引最終日とする限月取引をい

う。以下同じ。）

（新設）

（２） フレックス限月取引 （新設）

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる限月取引の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、直近の２限月取引と特定限月取引の

うち直近の２限月取引の４限月取引制と

し、各限月取引の期間は、各特定限月取引

を８か月、特定限月取引以外の各限月取引

を２か月とする。

（１） 通常限月取引

直近の２限月取引と特定限月取引のう

ち直近の２限月取引の４限月取引制と

し、各限月取引の期間は、各特定限月取

引を８か月、特定限月取引以外の各限月

取引を２か月とする。

（新設）

（２） フレックス限月取引

取引参加者の申請に基づき、本所が指

定する取引日を取引最終日とする限月取

引を行う。この場合における取引最終日

は、本所が当該指定をしようとする日か

ら起算して３年が経過した日までの取引

日に限る。

（新設）

３ 新たな限月取引の取引開始日は、次の各 ３ 前項に規定する各限月取引のうち、最初
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号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

に取引最終日が到来する限月取引の取引最

終日の翌日を新たな限月取引の取引開始日

とする。

（１） 通常限月取引

最初に取引最終日が到来する限月取引

の取引最終日の翌日を新たな限月取引の

取引開始日とする。

（新設）

（２） フレックス限月取引

取引参加者の申請に基づき、本所が指

定する取引日を取引最終日とする各限月

取引について、本所が当該指定を行った

日又はその翌日を取引開始日とし、本所

が定める時刻から取引を開始する。

（新設）

４ （略） ４ （略）

（限月取引の特別設定）

第１０条の２ 第５３条第３項の規定に基づ

き有価証券オプションを引き継ぐ場合にお

いて、企業再編に係る新設会社若しくは存

続会社が発行する有価証券又は投資信託の

併合に伴い発行される有価証券（以下「上

場継続有価証券」という。）に係る有価証

券オプション取引について、当該企業再編

又は投資信託の併合により上場廃止となる

オプション対象証券に係る本所が指定する

有価証券オプション取引の銘柄（以下「引

継ぎ元銘柄」という。）に係るフレックス

限月取引の取引最終日と同一の日を取引最

終日とするフレックス限月取引が行われて

いないときは、当該企業再編又は投資信託

の併合の効力発生日（オプション対象証券

がテクニカル上場規定（オプション対象証

券上場取引所が東京証券取引所である場合

は有価証券上場規程に定めるテクニカル上

場規定をいい、それ以外の場合には当該オ

プション対象証券上場取引所におけるこれ

に相当する規定をいう。以下第１３条にお

いて同じ。）の適用を受ける場合にあって

は、その上場日）（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。）の本所が定める時

刻から、当該取引最終日の日を取引最終日

とするフレックス限月取引を行う。

（新設）

（権利行使価格及びその数）

第１１条 （略）

（権利行使価格及びその数）

第１１条 （略）

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

２ 前項に規定する権利行使価格は、オプシ

ョン対象証券１株（オプション対象証券が

優先出資証券、投資信託受益証券又は投資

証券の場合にあっては１口。次条、第１３
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条及び第２６条第８項第３号において同

じ。）につき、指定市場（オプション対象

証券上場取引所が開設する取引所金融商品

市場のうちオプション対象証券の売買高等

を基準として本所が指定する取引所金融商

品市場をいう。以下同じ。）におけるオプ

ション対象証券の値段に基づき、次の各号

に定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅

の整数倍の価格とし、当該限月取引の取引

開始日に本所が定めるところにより５種類

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。

（１） 通常限月取引

オプション対象証券１株（オプション

対象証券が優先出資証券、投資信託受益

証券又は投資証券の場合にあっては１

口。次号、次条、第１３条及び第２６条

第８項第３号において同じ。）につき、

指定市場（オプション対象証券上場取引

所が開設する取引所金融商品市場のうち

オプション対象証券の売買高等を基準と

して本所が指定する取引所金融商品市場

をいう。以下同じ。）におけるオプショ

ン対象証券の値段に基づき、次のａから

ｐに定める刻みの幅で設定する当該刻み

の幅の整数倍の価格とし、当該限月取引

の取引開始日に本所が定めるところによ

り５種類設定する。ただし、本所が必要

と認める場合には、設定する権利行使価

格及びその数を変更することができる。

（１） 権利行使価格が５００円未満の場

合は２５円

ａ 権利行使価格が５００円未満の場合

は２５円

（新設）

ｂ 権利行使価格が５００円以上１，０

００円未満の場合は５０円

（新設）

ｃ 権利行使価格が１，０００円以上

２，０００円未満の場合は１００円

（新設）

ｄ 権利行使価格が２，０００円以上

５，０００円未満の場合は２００円

（新設）

ｅ 権利行使価格が５，０００円以上３

万円未満の場合は５００円

（新設）

ｆ 権利行使価格が３万円以上５万円未

満の場合は１，０００円

（新設）

ｇ 権利行使価格が５万円以上１０万円

未満の場合は２，５００円

（新設）

ｈ 権利行使価格が１０万円以上２０万

円未満の場合は１万円

（新設）

ｉ 権利行使価格が２０万円以上５０万 （新設）
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円未満の場合は２万円

ｊ 権利行使価格が５０万円以上１００

万円未満の場合は５万円

（新設）

ｋ 権利行使価格が１００万円以上２０

０万円未満の場合は１０万円

（新設）

ｌ 権利行使価格が２００万円以上５０

０万円未満の場合は２０万円

（新設）

ｍ 権利行使価格が５００万円以上１，

０００万円未満の場合は５０万円

（新設）

ｎ 権利行使価格が１，０００万円以上

２，０００万円未満の場合は１００万

円

（新設）

ｏ 権利行使価格が２，０００万円以上

５，０００万円未満の場合は２００万

円

（新設）

ｐ 権利行使価格が５，０００万円以上

の場合は５００万円

（新設）

（２） フレックス限月取引

オプション対象証券１株につき、本所

が定める刻みの価格とし、取引参加者の

申請に基づき、当該限月取引の取引開始

日の本所が定める時刻に、本所が定める

ところにより設定する。

（２） 権利行使価格が５００円以上１，

０００円未満の場合は５０円

（削る） （３） 権利行使価格が１，０００円以上

２，０００円未満の場合は１００円

（削る） （４） 権利行使価格が２，０００円以上

５，０００円未満の場合は２００円

（削る） （５） 権利行使価格が５，０００円以上

３万円未満の場合は５００円

（削る） （６） 権利行使価格が３万円以上５万円

未満の場合は１，０００円

（削る） （７） 権利行使価格が５万円以上１０万

円未満の場合は２，５００円

（削る） （８） 権利行使価格が１０万円以上２０

万円未満の場合は１万円

（削る） （９） 権利行使価格が２０万円以上５０

万円未満の場合は２万円

（削る） （１０） 権利行使価格が５０万円以上１

００万円未満の場合は５万円

（削る） （１１） 権利行使価格が１００万円以上

２００万円未満の場合は１０万円

（削る） （１２） 権利行使価格が２００万円以上

５００万円未満の場合は２０万円

（削る） （１３） 権利行使価格が５００万円以上

１，０００万円未満の場合は５０万円

（削る） （１４） 権利行使価格が１，０００万円
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以上２，０００万円未満の場合は１００

万円

（削る） （１５） 権利行使価格が２，０００万円

以上５，０００万円未満の場合は２００

万円

（削る） （１６） 権利行使価格が５，０００万円

以上の場合は５００万円

３ （略） ３ （略）

（権利行使価格の特別設定等）

第１３条 前条第２項の規定に基づき数量の

調整を行った場合には、原則として、当該

限月取引（フレックス限月取引を除く。）

について、次の各号に定める権利落の区分

に従い、当該各号に定める日に、前条第１

項の規定により調整した権利行使価格と区

分して、オプション対象証券の売買単位に

係る数量を有価証券オプション１単位とす

る権利行使価格の設定（以下「権利行使価

格の特別設定」という。）を行う。

（権利行使価格の特別設定）

第１３条 前条第２項の規定に基づき数量の

調整を行った場合には、原則として、当該

限月取引について、次の各号に定める権利

落の区分に従い、当該各号に定める日に、

前条第１項の規定により調整した権利行使

価格と区分して、オプション対象証券の売

買単位に係る数量を有価証券オプション１

単位とする権利行使価格の設定（以下「権

利行使価格の特別設定」という。）を行

う。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第５３条第３項の規定に基づき有価証券

オプションを引き継ぐ場合において、上場

継続有価証券のオプション対象証券に係る

本所が指定する有価証券オプション取引の

銘柄（以下「引継ぎ銘柄」という。）が設

定されていないときには、企業再編又は投

資信託の併合の効力発生日（オプション対

象証券がテクニカル上場規定の適用を受け

る場合にあっては、その上場日）（休業日

に当たるときは、順次繰り下げる。）に、

当該引継ぎ銘柄の設定（第１０条の２の規

定により新たに開始する限月取引に係る権

利行使価格の設定を含む。）を行う。

（新設）

（取引の対象）

第１４条 （略）

（取引の対象）

第１４条 （略）

２ 指数オプション取引における対象指数

は、次の各号に掲げる指数とする。

２ 指数オプション取引における対象指数

は、次の各号に掲げる指数とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 東証銀行業株価指数 （新設）

（５） 東証ＲＥＩＴ指数 （新設）

３ 取引換算額は、日経平均オプション（日

経平均に係る指数オプションをいう。以下

同じ。）、ＪＰＸ日経インデックス４００

オプション（ＪＰＸ日経インデックス４０

３ 取引換算額は、日経平均オプション（日

経平均に係る指数オプションをいう。以下

同じ。）及びＪＰＸ日経インデックス４０

０オプション（ＪＰＸ日経インデックス４
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０に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）及び東証ＲＥＩＴ指数オプション

（東証ＲＥＩＴ指数に係る指数オプション

をいう。以下同じ。）に係るものにあって

は１，０００円、東証株価指数オプション

（東証株価指数に係る指数オプションをい

う。以下同じ。）及び東証銀行業株価指数

オプション（東証銀行業株価指数に係る指

数オプションをいう。以下同じ。）に係る

ものにあっては１万円とする。

００に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１，０００

円、東証株価指数オプション（東証株価指

数に係る指数オプションをいう。以下同

じ。）に係るものにあっては１万円とす

る。

４ 指数オプション取引において、銘柄（第

４０条第２項において対象指数の各構成銘

柄を指して使用する場合を除く。）とは、

対象指数、権利行使日、権利行使価格及び

オプション清算数値（第４０条に規定する

オプション清算数値をいう。）の算出方法

の種別を同一とする指数プットオプション

及び指数コールオプションをいうものとす

る。

４ 指数オプション取引において、銘柄（第

４０条第２項において使用する場合を除

く。）とは、対象指数、権利行使日及び権

利行使価格を同一とする指数プットオプシ

ョン及び指数コールオプションをいうもの

とする。

（限月取引及びその数）

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象オプション（指数オプシ

ョン取引の対象の指数オプションをいう。

以下同じ。）の区分に従い、当該各号に定

める限月取引により行うものとする。

（限月取引及びその数）

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象オプション（指数オプシ

ョン取引の対象の指数オプションをいう。

以下同じ。）の区分に従い、当該各号に定

める限月取引により行うものとする。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

ａ 通常限月取引 ａ 通常限月取引（毎月の第二金曜日の

前日に終了する取引日を取引最終日と

する限月取引をいう。以下同じ。）

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ フレックス限月取引 （新設）

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション

ａ 通常限月取引

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション

通常限月取引

ｂ フレックス限月取引 （新設）

（３） 東証銀行業株価指数オプション及

び東証ＲＥＩＴ指数オプション フレッ

クス限月取引

（新設）

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象オプショ

ンの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象オプショ

ンの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ フレックス限月取引

取引参加者の申請に基づき、本所が

（新設）
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指定する取引日を取引最終日とする限

月取引を行う。この場合における取引

最終日は、本所が当該指定をしようと

する日から起算して５年が経過した日

までの取引日に限る。

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション

（削る）

（２） 東証株価指数オプション及びＪＰ

Ｘ日経インデックス４００オプション

特定限月取引の１３限月取引及び当該

特定限月取引以外の直近の６限月取引の

１９限月取引制とし、各限月取引の期間

は、特定限月取引については５年（３月

及び９月の限月取引については１年６か

月）、特定限月取引以外の限月取引につ

いては９か月とする。

ａ 通常限月取引

特定限月取引の１３限月取引及び当

該特定限月取引以外の直近の６限月取

引の１９限月取引制とし、各限月取引

の期間は、特定限月取引については５

年（３月及び９月の限月取引について

は１年６か月）、特定限月取引以外の

限月取引については９か月とする。

（新設）

ｂ フレックス限月取引

取引参加者の申請に基づき、本所が

指定する取引日を取引最終日とする限

月取引を行う。この場合における取引

最終日は、本所が当該指定をしようと

する日から起算して５年が経過した日

までの取引日に限る。

（新設）

（３） 東証銀行業株価指数オプション及

び東証ＲＥＩＴ指数オプション

取引参加者の申請に基づき、本所が指

定する取引日を取引最終日とする限月取

引を行う。この場合における取引最終日

は、本所が当該指定をしようとする日か

ら起算して５年が経過した日までの取引

日に限る。

（新設）

３ 新たな限月取引の取引開始日は、次の各

号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

３ 新たな限月取引の取引開始日は、次の各

号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） フレックス限月取引

取引参加者の申請に基づき、本所が指

定する取引日を取引最終日とする各限月

取引について、本所が当該指定を行った

日又はその翌日の本所が定める時刻から

開始する。

（新設）

４ （略） ４ （略）
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（権利行使価格及びその数）

第１６条 （略）

（権利行使価格及びその数）

第１６条 （略）

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象オプションの区分に従

い、当該限月取引の取引開始日の本所が定

める時刻に当該各号に定めるところにより

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象オプションの区分に従

い、当該限月取引の取引開始日の本所が定

める時刻に当該各号に定めるところにより

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ フレックス限月取引

指数オプション取引における日経平

均の数値につき、１銭刻みで設定する

数値とし、取引参加者の申請に基づ

き、本所が定めるところにより設定す

る。

（新設）

（２） 東証株価指数オプション

（削る）

（２） 東証株価指数オプション

指数オプション取引における東証株価

指数の数値につき、５０ポイント刻みで

設定する５０ポイントの整数倍の数値と

し、本所が定めるところにより１３種類

設定する。

ａ 通常限月取引

指数オプション取引における東証株

価指数の数値につき、５０ポイント刻

みで設定する５０ポイントの整数倍の

数値とし、本所が定めるところにより

１３種類設定する。

（新設）

ｂ フレックス限月取引

指数オプション取引における東証株

価指数の数値につき、０．０１ポイン

ト刻みで設定する数値とし、取引参加

者の申請に基づき、本所が定めるとこ

ろにより設定する。

（新設）

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション

（削る）

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション

指数オプション取引におけるＪＰＸ日

経インデックス４００の数値につき、５

００ポイント刻みで設定する５００ポイ

ントの整数倍の数値とし、本所が定める

ところにより１７種類設定する。

ａ 通常限月取引

指数オプション取引におけるＪＰＸ

日経インデックス４００の数値につ

き、５００ポイント刻みで設定する５

００ポイントの整数倍の数値とし、本

所が定めるところにより１７種類設定

する。

（新設）
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ｂ フレックス限月取引

指数オプション取引におけるＪＰＸ

日経インデックス４００の数値につ

き、０．０１ポイント刻みで設定する

数値とし、取引参加者の申請に基づ

き、本所が定めるところにより設定す

る。

（新設）

（４） 東証銀行業株価指数オプション

指数オプション取引における東証銀行

業株価指数の数値につき、０．０１ポイ

ント刻みで設定する数値とし、取引参加

者の申請に基づき、本所が定めるところ

により設定する。

（新設）

（５） 東証ＲＥＩＴ指数オプション

指数オプション取引における東証ＲＥ

ＩＴ指数の数値につき、０．０１ポイン

ト刻みで設定する数値とし、取引参加者

の申請に基づき、本所が定めるところに

より設定する。

（新設）

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

オプションの区分に従い、全部又は一部の

限月取引について、当該各号に定める数値

の新たな権利行使価格を本所が定めるとこ

ろにより設定することができる。

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

オプションの区分に従い、全部又は一部の

限月取引について、当該各号に定める数値

の新たな権利行使価格を本所が定めるとこ

ろにより設定することができる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 東証株価指数オプション （２） 東証株価指数オプション

ａ 当該通常限月取引の残存期間が３か

月となる月の第二金曜日が到来してい

ない通常限月取引

５０ポイント刻みで設定する５０ポ

イントの整数倍の数値

ａ 当該限月取引の残存期間が３か月と

なる月の第二金曜日が到来していない

限月取引

５０ポイント刻みで設定する５０ポ

イントの整数倍の数値

ｂ 前ａに掲げる通常限月取引以外の通

常限月取引

２５ポイント刻みで設定する２５ポ

イントの整数倍の数値

ｂ 前ａに掲げる限月取引以外の限月取

引

２５ポイント刻みで設定する２５ポ

イントの整数倍の数値

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション

ａ 当該通常限月取引の残存期間が３か

月となる月の第二金曜日が到来してい

ない通常限月取引

５００ポイント刻みで設定する５０

０ポイントの整数倍の数値

ａ 当該限月取引の残存期間が３か月と

なる月の第二金曜日が到来していない

限月取引

５００ポイント刻みで設定する５０

０ポイントの整数倍の数値

ｂ 前ａに掲げる通常限月取引以外の通

常限月取引

２５０ポイント刻みで設定する２５

０ポイントの整数倍の数値

ｂ 前ａに掲げる限月取引以外の限月取

引

２５０ポイント刻みで設定する２５

０ポイントの整数倍の数値

４ 前２項のほか、各指数オプション取引に

おけるフレックス限月取引については、本

（新設）
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所が定めるところにより、全部又は一部の

限月取引について、新たな権利行使価格を

設定することができる。

（立会の区分及び取引時間等）

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

ただし、フレックス限月取引については競

争売買市場における立会による市場デリバ

ティブ取引は行わないものとする。

（立会の区分及び取引時間等）

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

２ （略） ２ （略）

（権利行使日等）

第３７条 有価証券オプション取引における

権利行使日は、各銘柄の取引最終日とし、

指数オプション取引における権利行使日

は、各銘柄の取引最終日の終了する日の翌

日とする。ただし、指数オプション取引の

フレックス限月取引において、権利行使日

における対象指数の最終の数値をオプショ

ン清算数値とするものの権利行使日は、各

銘柄の取引最終日の終了する日とする。

（権利行使日等）

第３７条 有価証券オプション取引における

権利行使日は、各銘柄の取引最終日とし、

指数オプション取引における権利行使日

は、各銘柄の取引最終日の終了する日の翌

日とする。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ フレックス限月取引に係る有価証券オプ

ションのうち、権利行使により権利行使価

格と現実価格との差に基づいて金銭を授受

することとなる取引が成立するものについ

ては、当該金銭の授受の決済は第１２条第

２項に規定するオプション対象証券の最終

の約定値段に基づき、権利行使日の翌日に

行うものとする。

（新設）

６ （略） ５ （略）

（オプション清算数値）

第４０条 （略）

（オプション清算数値）

第４０条 （略）

２ 前項のオプション清算数値は、権利行使

日における対象指数の各構成銘柄の東京証

券取引所が開設する取引所金融商品市場に

おける売買立会の始めの約定値段（取引最

終日の終了する日の翌日に約定値段がない

２ 前項のオプション清算数値は、権利行使

日における対象指数の各構成銘柄の東京証

券取引所が開設する取引所金融商品市場に

おける売買立会の始めの約定値段（取引最

終日の終了する日の翌日に約定値段がない
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銘柄については、本所が定める値段）に基

づき算出した特別な指数（以下「特別清算

数値」という。）とする。ただし、フレッ

クス限月取引において、各銘柄の設定時に

予め清算数値を特別清算数値としないこと

を定めるものは、権利行使日における対象

指数の最終の数値とする。

銘柄については、本所が定める値段）に基

づき算出した特別な指数（以下「特別清算

数値」という。）とする。

３ 前項の規定にかかわらず、取引最終日の

終了する日の翌日（フレックス限月取引に

おいて、権利行使日における対象指数の最

終の数値をオプション清算数値とするもの

については取引最終日の終了する日）に東

京証券取引所における株券の売買立会が停

止された場合（東京証券取引所の業務規程

第２９条第３号又は第４号の規定により株

券の売買が停止された場合を含む。）で本

所が必要と認めるときにおけるオプション

清算数値は、本所がその都度定める日ま

で、本所がその都度定める。

３ 前項の規定にかかわらず、取引最終日の

終了する日の翌日に東京証券取引所におけ

る株券の売買立会が停止された場合（東京

証券取引所の業務規程第２９条第３号又は

第４号の規定により株券の売買が停止され

た場合を含む。）で本所が必要と認めると

きにおけるオプション清算数値は、本所が

その都度定める日まで、本所がその都度定

める。

４ （略） ４ （略）

５ 前項の規定は、権利行使日における対象

指数の最終の数値をオプション清算数値と

する場合において、当該対象指数の最終の

数値についてこれを準用する。

（新設）

６ （略） ５ （略）

（有価証券オプションの上場廃止等）

第５３条 （略）

（有価証券オプションの上場廃止等）

第５３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項第１号の場合において、オプショ

ン対象証券が企業再編又は投資信託の併合

により上場廃止となり、かつ、当該企業再

編又は投資信託の併合に係る上場継続有価

証券がオプション対象証券であるとき（本

所が新たに選定するときを含む。）は、本

所は当該上場廃止となるオプション対象証

券に係る有価証券オプションを、上場継続

有価証券に係る有価証券オプションとし

て、本所が定めるところにより、引き継ぐ

ことができる。

４ 前項の規定に基づき有価証券オプション

の引継ぎを行う場合は、引継ぎ元銘柄につ

いて、本所が定めるところにより、引継ぎ

銘柄として有価証券オプション取引を行う

ものとする。ただし、引継ぎ元銘柄に本所

が定める時点において建玉がない場合に

は、この限りではない。

（新設）

（新設）

（取引に関する通知書の送付） （取引に関する通知書の送付）
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第５５条 取引参加者は、市場デリバティブ

取引（第３４条に規定する過誤訂正等のた

めの取引を含む。）に係る未決済勘定があ

る顧客に対して、次の各号に掲げる事項を

記載した通知書を毎月送付するものとす

る。

第５５条 取引参加者は、市場デリバティブ

取引（第３４条に規定する過誤訂正等のた

めの取引を含む。）に係る未決済勘定があ

る顧客に対して、次の各号に掲げる事項を

記載した通知書を毎月送付するものとす

る。

（１） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

（１） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 有価証券オプション取引 ｃ 有価証券オプション取引

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略）

（ｆ） 権利行使により成立する取引

の種別（フレックス限月取引に限

る）

（新設）

ｄ （略） ｄ （略）

ｅ 指数オプション取引 ｅ 指数オプション取引

（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略）

（ｅ） オプション清算数値の算出方

法の種別（フレックス限月取引に限

る）

（新設）

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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清算・決済規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（用語の意義）

第２条 （略）

（用語の意義）

第２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ この規程において使用する有価証券オプ

ション取引（法第２条第２１項第３号に掲

げる取引のうち有価証券の売買に係るもの

及び同号に掲げる取引のうち同項第２号に

掲げる取引に準ずる取引として業務規程に

定める取引（有価証券に係る取引に限

る。）に係るものをいう。以下同じ。）に

係る用語（有価証券の売買について使用す

る用語を除く。）の意義は、この規程に別

に定める場合を除き、業務規程及びＪ－Ｎ

ＥＴ市場特例において定めるところによる

ものとする。

３ この規程において使用する有価証券オプ

ション取引（法第２条第２１項第３号に掲

げる取引のうち有価証券の売買に係るもの

をいう。以下同じ。）に係る用語（有価証

券の売買について使用する用語を除く。）

の意義は、この規程に別に定める場合を除

き、業務規程及びＪ－ＮＥＴ市場特例にお

いて定めるところによるものとする。

４～８ （略） ４～８ （略）

（権利行使の申告）

第１２条 （略）

（権利行使の申告）

第１２条 （略）

２ 指数先物等非清算参加者は、権利行使日

において次の各号に定める場合に該当する

銘柄については、前項の権利行使の申告を

行うことができないものとする。

（新設）

（１） 有価証券プットオプションのう

ち、権利行使によって権利行使価格と現

実価格との差に基づいて算出される金銭

を授受することとなる取引が成立するも

のについて、権利行使価格がオプション

清算値段（クリアリング機構の業務方法

書に規定するオプション清算値段をい

う。以下同じ。）以下である場合

（２） 有価証券コールオプションのう

ち、権利行使によって権利行使価格と現

実価格との差に基づいて算出される金銭

を授受することとなる取引が成立するも

のについて、権利行使価格がオプション

清算値段以上である場合

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の第

１項に規定する時限までに同項の権利行使

の申告が行われないときであっても、当該

権利行使の申告が行われたものとみなす。

ただし、当該銘柄について、顧客又は指数

先物等清算参加者が当該時限までに権利行

２ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の前

項に規定する時限までに同項の権利行使の

申告が行われないときであっても、当該権

利行使の申告が行われたものとみなす。た

だし、当該銘柄について、顧客又は指数先

物等清算参加者が当該時限までに権利行使
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使を行わない旨の申告を行った場合には、

この限りでない。

を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１） 有価証券プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算値

段を上回っている場合

（１） 有価証券プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算値

段（クリアリング機構の業務方法書に規

定するオプション清算値段をいう。以下

同じ。）を上回っている場合

（２） （略） （２） （略）

４ 現物清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する現物清算資格をいう。以

下同じ。）を有さず、指定現物清算参加者

（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た現物他社清算参加者（現物清算資格（ク

リアリング機構の業務方法書に規定する現

物清算資格をいう。）に係る他社清算資格

を有する者をいう。）をいう。以下この節

において同じ。）について指定指数先物等

清算参加者と異なる者を指定している指数

先物等非清算参加者は、第１項に規定する

権利行使の申告（権利行使によって有価証

券の売買が成立する有価証券オプションに

係るものに限る。）を行った場合（前項の

規定により権利行使の申告が行われたとみ

なされる場合を含む。）には、遅滞なくそ

の旨を指定現物清算参加者に通知しなけれ

ばならない。

３ 現物清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する現物清算資格をいう。以

下同じ。）を有さず、指定現物清算参加者

（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た現物他社清算参加者（現物清算資格（ク

リアリング機構の業務方法書に規定する現

物清算資格をいう。）に係る他社清算資格

を有する者をいう。）をいう。以下この節

において同じ。）について指定指数先物等

清算参加者と異なる者を指定している指数

先物等非清算参加者は、第１項に規定する

権利行使の申告を行った場合（前項の規定

により権利行使の申告が行われたとみなさ

れる場合を含む。）には、遅滞なくその旨

を指定現物清算参加者に通知しなければな

らない。

５ 売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、第３項本

文の規定により権利行使の申告が行われた

ものとみなすことが適当でないと本所が認

めるときは、同項本文の規定は適用しない

ものとする。

４ 売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、第２項本

文の規定により権利行使の申告が行われた

ものとみなすことが適当でないと本所が認

めるときは、同項本文の規定は適用しない

ものとする。

６ 指数先物等非清算参加者が第１項に規定

する権利行使の申告を行った場合（第３項

の規定により権利行使の申告が行われたと

みなされる場合を含む。）には、本所は、

クリアリング機構から当該申告に係る権利

行使の内容の通知を受けるものとする。

５ 指数先物等非清算参加者が第１項に規定

する権利行使の申告を行った場合（第２項

の規定により権利行使の申告が行われたと

みなされる場合を含む。）には、本所は、

クリアリング機構から当該申告に係る権利

行使の内容の通知を受けるものとする。

７ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第３項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

６ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第２項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。
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（清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権

利行使によるオプション対象証券の売買又

は取引の取扱い）

第１４条 有価証券オプション取引における

権利行使により成立するオプション対象証

券の売買又は取引が清算取次売建玉又は清

算取次買建玉に係るものである場合には、

当該権利行使により成立するオプション対

象証券の売買又は取引は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づき成立したものとみな

して、この規程を適用する。

（清算取次売建玉又は清算取次買建玉の権

利行使によるオプション対象証券の売買の

取扱い）

第１４条 有価証券オプション取引における

権利行使により成立するオプション対象証

券の売買が清算取次売建玉又は清算取次買

建玉に係るものである場合には、当該権利

行使により成立するオプション対象証券の

売買は、有価証券等清算取次ぎの委託に基

づき成立したものとみなして、この規程を

適用する。

（決済のために授受する金銭及び有価証

券）

第１７条 （略）

（決済のために授受する金銭及び有価証

券）

第１７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指数先物等非清算参加者は、有価証券オ

プション取引（権利行使によって権利行使

価格と現実価格との差に基づいて算出され

る金銭を授受することとなる取引が成立す

るものに限る。）において清算取次売建玉

又は清算取次買建玉に係る権利行使が行わ

れたときは、権利行使価格とオプション清

算値段との差に相当する金銭を、指定指数

先物等清算参加者との間で授受するものと

する。この場合において、金銭を支払う指

数先物等非清算参加者は、当該金銭を、ク

リアリング機構が定める決済時限までの指

定指数先物等清算参加者が指定する日時ま

でに、当該指定指数先物等清算参加者に交

付しなければならない。

（新設）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に

関する特則）

第１８条の２ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条から第

１８条の２の３までにおいて同じ。）及び

当該リモート取引参加者の指定指数先物等

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、当該顧客の委託に基づく取引に係

る第１１条に規定する取引代金の授受及び

金銭の交付並びに第１７条第３項に規定す

る金銭の授受及び交付（以下この条及び第

１８条の２の３において「金銭の授受等」

という。）を当該顧客と指定指数先物等清

算参加者との間で行わせることができる。

（リモート取引参加者に係る取引代金の授

受に関する特則）

第１８条の２ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条から第

１８条の２の３までにおいて同じ。）及び

当該リモート取引参加者の指定指数先物等

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、当該顧客の委託に基づく取引に係

る第１１条に規定する取引代金の授受及び

金銭の交付（以下この条及び第１８条の２

の３において「取引代金の授受等」とい

う。）を当該顧客と指定指数先物等清算参

加者との間で行わせることができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定指数先物 ２ 前項の規定に基づき顧客が指定指数先物
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等清算参加者との間で金銭の授受等を行っ

た場合は、当該金銭の授受等を第１１条又

は第１７条第３項の規定に基づく金銭の授

受等とみなす。

等清算参加者との間で取引代金の授受等を

行った場合は、当該取引代金の授受等を第

１１条の規定に基づく取引代金の授受等と

みなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る金銭の

授受等の状況の把握）

第１８条の２の３ 第１８条の２第１項又は

前条第１項に規定する合意をしたリモート

取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定

指数先物等清算参加者との間の金銭の授受

等又は顧客と指定現物清算参加者との間の

権利行使により成立するオプション対象証

券の売買の決済の状況を把握することがで

きる態勢を整備しなければならない。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引代

金の授受等の状況の把握）

第１８条の２の３ 第１８条の２第１項又は

前条第１項に規定する合意をしたリモート

取引参加者は、当該合意に係る顧客と指定

指数先物等清算参加者との間の取引代金の

授受等又は顧客と指定現物清算参加者との

間の権利行使により成立するオプション対

象証券の売買の決済の状況を把握すること

ができる態勢を整備しなければならない。

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（有価証券オプションの権利行使の指示）

第１３条 顧客は、有価証券オプションの権

利行使を委託する場合には、銘柄（次の各

号に定める場合に該当する銘柄を除く。）

ごとに権利行使に係る数量を、権利行使日

の午後４時までに取引参加者に指示するも

のとする。ただし、権利行使日にギブアッ

プに係る有価証券オプション取引として成

立したものについては、午後４時４５分ま

でに取引参加者に指示するものとする。

（有価証券オプションの権利行使の指示）

第１３条 顧客は、有価証券オプションの権

利行使を委託する場合には、銘柄ごとに権

利行使に係る数量を、権利行使日の午後４

時までに取引参加者に指示するものとす

る。ただし、権利行使日にギブアップに係

る有価証券オプション取引として成立した

ものについては、午後４時４５分までに取

引参加者に指示するものとする。

（１） 有価証券プットオプションのう

ち、権利行使によって権利行使価格と現

実価格との差に基づいて算出される金銭

を授受することとなる取引が成立するも

のについて、権利行使価格がオプション

清算値段（クリアリング機構の業務方法

書に定めるオプション清算値段をいう。

以下同じ。）以下である場合

（新設）

（２） 有価証券コールオプションのう

ち、権利行使によって権利行使価格と現

実価格との差に基づいて算出される金銭

を授受することとなる取引が成立するも

のについて、権利行使価格がオプション

清算値段以上である場合

（新設）

２ （略） ２ （略）

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、前２項に規

定する時限までに同項の指示が行われない

ときであっても、当該指示が行われたもの

とみなす。ただし、当該銘柄について顧客

が当該時限までに権利行使を行わない旨の

指示を行った場合には、この限りでない。

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、前２項に規

定する時限までに同項の指示が行われない

ときであっても、当該指示が行われたもの

とみなす。ただし、当該銘柄について顧客

が当該時限までに権利行使を行わない旨の

指示を行った場合には、この限りでない。

（１） 有価証券プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算値

段を上回っている場合

（１） 有価証券プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算値

段（クリアリング機構の業務方法書に定

めるオプション清算値段をいう。以下同

じ。）を上回っている場合

（２） （略） （２） （略）

４ （略） ４ （略）

（取引代金等の差入れ）

第１７条 （略）

（取引代金の差入れ）

第１７条 （略）

２ 顧客と取引参加者との間で有価証券オプ

ション（権利行使によって権利行使価格と

現実価格との差に基づいて算出される金銭

（新設）
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を授受することとなる取引が成立するもの

に限る。）の権利行使に係る決済のために

授受する金銭は、権利行使価格とオプショ

ン清算値段との差に相当する金銭とし、顧

客は、権利行使の割当てを受けた場合に

は、当該金銭を権利行使日の翌日（当該顧

客が非居住者である場合は、権利行使日か

ら起算して３日目の日）までの取引参加者

が指定する日時までに、取引参加者に差し

入れるものとする。

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第１８条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金又は権利行使の割当てを受けたこと

に伴う金銭については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は、

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には、本所

が定めるところにより、平均単価に基づき

算出することができる。

（証拠金の決済のために授受する取引代金

への充当）

第１８条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金については、当該顧客が当該差入れ

をすべき日において証拠金として差し入れ

若しくは預託している金銭又は当該顧客に

係る証拠金規則に定める計算上の利益額に

相当する額の金銭をもって充てることがで

きる。この場合における取引代金は、法第

４５条の規定により顧客に契約締結時交付

書面の交付を要しない場合又は金融商品取

引業等に関する内閣府令第１０８条第７項

の規定により取引残高報告書に平均単価を

記載することができる場合には、本所が定

めるところにより、平均単価に基づき算出

することができる。

（口座振替による受渡し）

第２５条 取引参加者は、顧客から有価証券

オプション取引（権利行使によりオプショ

ン対象証券の売買が成立する有価証券オプ

ション取引に限る。）の委託を受けたとき

は、当該顧客のために振替法に基づく口座

を設定し、有価証券オプションの権利行使

により成立するオプション対象証券の売付

け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、

その口座との間の振替により行うものとす

る。ただし、振替法に基づく顧客の他の口

座との間の振替により有価証券の受渡しを

行う場合は、この限りでない。

（口座振替による受渡し）

第２５条 取引参加者は、顧客から有価証券

オプション取引の委託を受けたときは、当

該顧客のために振替法に基づく口座を設定

し、有価証券オプションの権利行使により

成立するオプション対象証券の売付け又は

買付けに係る有価証券の受渡しを、その口

座との間の振替により行うものとする。た

だし、振替法に基づく顧客の他の口座との

間の振替により有価証券の受渡しを行う場

合は、この限りでない。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に

関する特則）

第２６条の２ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に

関する特則）

第２６条の２ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下
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この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者（取引代金の授受又は有価証券オプショ

ン（権利行使によって権利行使価格と現実

価格との差に基づいて算出される金銭を授

受することとなる取引が成立するものに限

る。）の権利行使の割当てを受けたことに

伴う金銭の授受にあっては、指定指数先物

等清算参加者をいい、権利行使により成立

するオプション対象証券の売買の決済にあ

っては、指定現物清算参加者をいう。以下

この条において同じ。）との間であらかじ

め合意した場合には、リモート取引参加者

に代えて指定清算参加者との間で、第１７

条から第１９条まで及び第２１条から第２

５条までの規定に準じて、有価証券オプシ

ョン取引の決済を行うことができる。

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

者（取引代金の授受にあっては、指定指数

先物等清算参加者をいい、権利行使により

成立するオプション対象証券の売買の決済

にあっては、指定現物清算参加者をいう。

以下この条において同じ。）との間であら

かじめ合意した場合には、リモート取引参

加者に代えて指定清算参加者との間で、第

１７条から第１９条まで及び第２１条から

第２５条までの規定に準じて、有価証券オ

プション取引の決済を行うことができる。

２ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（用語の意義）

第２条 この特例において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（用語の意義）

第２条 この特例において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（１） Ｊ－ＮＥＴ取引とは、立会によら

ない市場デリバティブ取引であって、次

号から第５号までの各号に定める取引を

いう。

（１） Ｊ－ＮＥＴ取引とは、立会によら

ない市場デリバティブ取引であって、次

号及び第３号に定める取引をいう。

（２） Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引とは、こ

の特例の定めるところに従って行う本所

が定める数量以上の市場デリバティブ取

引（フレックス限月取引に係るものを除

く。）をいう。

（２） Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引とは、こ

の特例の定めるところに従って行う本所

が定める数量以上の市場デリバティブ取

引をいう。

（３） Ｊ－ＮＥＴコンボ取引とは、この

特例に定めるところに従って本所が定め

る数の銘柄（先物取引にあっては限月取

引をいう。以下同じ。）に係る売付け及

び買付けを同時に行う市場デリバティブ

取引（フレックス限月取引に係るものを

除く。）をいう。

（３） Ｊ－ＮＥＴコンボ取引とは、この

特例に定めるところに従って本所が定め

る数の銘柄（先物取引にあっては限月取

引をいう。以下同じ。）に係る売付け及

び買付けを同時に行う市場デリバティブ

取引をいう。

（４） フレックス単一銘柄取引とは、こ

の特例の定めるところに従って行う本所

が定める数量以上のフレックス限月取引

に係る市場デリバティブ取引をいう。

（新設）

（５） フレックスコンボ取引とは、この

特例に定めるところに従って本所が定め

る数の銘柄に係る売付け及び買付けを同

時に行うフレックス限月取引に係る市場

デリバティブ取引をいう。

（新設）

（６） （略） （４） （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 （略）

２ Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値は、当該取引参加

者の取引参加者端末装置から行うものとす

る。ただし、フレックス単一銘柄取引及び

フレックスコンボ取引の呼値については、

本所が定める方法によって行う。

２ Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値は、当該取引参加

者の取引参加者端末装置から行うものとす

る。

３ （略） ３ （略）

４ 売付けと買付けを同時に行うＪ－ＮＥＴ

単一銘柄取引及びフレックス単一銘柄取引

の呼値は、同一の取引参加者が売呼値とそ

れに対当させるための買呼値を同時に行う

ことによるものとする。

４ 売付けと買付けを同時に行うＪ－ＮＥＴ

単一銘柄取引の呼値は、同一の取引参加者

が売呼値とそれに対当させるための買呼値

を同時に行うことによるものとする。
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５ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引及びフレックスコ

ンボ取引の呼値は、同一の取引参加者が各

銘柄の売呼値とそれに対当させるための買

呼値を同時に行うことによるものとする。

５ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引の呼値は、同一の

取引参加者が各銘柄の売呼値とそれに対当

させるための買呼値を同時に行うことによ

るものとする。

６ （略） ６ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間）

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間）

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引（日経平均ボラティ

リティー・インデックスを対象とする指

数先物取引（以下「日経平均ＶＩ先物取

引」という。）を除く。）及び指数オプ

ション取引（フレックス限月取引に係る

ものを除く。）

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から翌日の午前５時３０

分まで

（２） 指数先物取引（日経平均ボラティ

リティー・インデックスを対象とする指

数先物取引（以下「日経平均ＶＩ先物取

引」という。）を除く。）及び指数オプ

ション取引

午前８時２０分から午後４時まで及び

午後４時１５分から翌日の午前５時３０

分まで

（３） （略） （３） （略）

（４） 有価証券オプション取引（フレッ

クス限月取引に係るものを除く。）

午前８時２０分から午後４時まで

（４） 有価証券オプション取引

午前８時２０分から午後４時まで

（５） フレックス限月取引に係る指数オ

プション取引

午前８時２０分から午後８時まで

（新設）

（６） フレックス限月取引に係る有価証

券オプション取引

午前８時２０分から午後５時３０分ま

で

（新設）

２ （略） ２ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の指数オプション取引に

おける値段の表示）

第４条の２ Ｊ－ＮＥＴ取引の指数オプショ

ン取引における値段の表示は、次の各号に

掲げる取引対象オプションの区分に従い、

当該各号に定めるところによる。

（新設）

（１） 日経平均オプション

１，０００円を１円として行う。

（２） 東証株価指数オプション

１万円を１ポイントとして行う。

（３） ＪＰＸ日経インデックス４００オ

プション

１，０００円を１ポイントとして行

う。
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（４） 東証銀行業株価指数オプション

１万円を１ポイントとして行う。

（５） 東証ＲＥＩＴ指数オプション

１，０００円を１ポイントとして行

う。

（Ｊ－ＮＥＴ取引による取引契約の締結）

第５条 Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引及びフレッ

クス単一銘柄取引においては、売呼値又は

買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と

対当させるために行われた呼値とが合致し

たときに、当該呼値の間に取引を成立させ

る。ただし、フレックス単一銘柄取引につ

いては、本所が定める値段により呼値が行

われた場合に限る。

（Ｊ－ＮＥＴ取引による取引契約の締結）

第５条 Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引において

は、売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼

値と当該呼値と対当させるために行われた

呼値とが合致したときに、当該呼値の間に

取引を成立させる。

２ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引及びフレックスコ

ンボ取引においては、各銘柄の売呼値とこ

れと対当させるために行われた買呼値とが

すべて合致した時に、各銘柄に係る各呼値

の間に取引を成立させる。ただし、フレッ

クスコンボ取引については、本所が定める

値段により呼値が行われた場合に限る。

２ Ｊ－ＮＥＴコンボ取引においては、各銘

柄の売呼値とこれと対当させるために行わ

れた買呼値とがすべて合致した時に、各銘

柄に係る各呼値の間に取引を成立させる。

３ （略） ３ （略）

（取引内容の通知及び確認等）

第６条 本所は、Ｊ－ＮＥＴ取引が成立した

ときは、直ちにその内容を売買システムに

より、売方取引参加者及び買方取引参加者

に通知するものとする。ただし、フレック

ス単一銘柄取引又はフレックスコンボ取引

が成立したときは、本所が定める方法によ

り通知するものとする。

（取引内容の通知及び確認等）

第６条 本所は、Ｊ－ＮＥＴ取引が成立した

ときは、直ちにその内容を売買システムに

より、売方取引参加者及び買方取引参加者

に通知するものとする。

２ 取引参加者は、取引参加者端末装置又は

本所が定める方法により前項の通知を受け

たときは、直ちにその内容を確認するもの

とする。

２ 取引参加者は、取引参加者端末装置によ

り前項の通知を受けたときは、直ちにその

内容を確認するものとする。

３ （略） ３ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の一時中断）

第７条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める銘柄について立会に

よる取引を一時中断している間、当該各号

に定める銘柄に係るＪ－ＮＥＴ取引を一時

中断する。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の一時中断）

第７条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める銘柄について立会に

よる取引を一時中断している間、当該各号

に定める銘柄に係るＪ－ＮＥＴ取引を一時

中断する。

（１） （略） （１） （略）

（２） 業務規程第３３条第４項の規定に

より国債証券先物オプション取引又は指

数オプション取引の全部又は一部の銘柄

（２） 業務規程第３３条第４項の規定に

より国債証券先物オプション取引又は指

数オプション取引の全部又は一部の銘柄
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について立会による取引の一時中断が行

われた場合（フレックス限月取引のみ行

う指数オプション取引については、これ

に準ずる場合を含む。）

当該取引の一時中断が行われた銘柄

について立会による取引の一時中断が行

われた場合

当該取引の一時中断が行われた銘柄

（Ｊ－ＮＥＴ取引の停止）

第８条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、本所が定めるところにより、Ｊ－ＮＥ

Ｔ取引（第１号にあっては国債証券先物取

引、第２号にあっては指数先物取引、第３

号から第５号までにあっては有価証券オプ

ション取引、第６号にあっては国債証券先

物オプション取引、第７号にあっては指数

オプション取引に限る。）を停止すること

ができる。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の停止）

第８条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、本所が定めるところにより、Ｊ－ＮＥ

Ｔ取引（第１号にあっては国債証券先物取

引、第２号にあっては指数先物取引、第３

号から第５号までにあっては有価証券オプ

ション取引、第６号にあっては国債証券先

物オプション取引、第７号にあっては指数

オプション取引に限る。）を停止すること

ができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 業務規程第３２条の規定により、

立会による有価証券オプション取引の停

止が行われた場合（フレックス限月取引

のみを行う有価証券オプション取引につ

いては、これに準ずる場合を含む。）

（３） 業務規程第３２条の規定により、

立会による有価証券オプション取引の停

止が行われた場合

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

（７） 業務規程第３２条の規定により、

立会による指数オプション取引の停止が

行われた場合（フレックス限月取引のみ

を行う指数オプション取引については、

これに準ずる場合を含む。）

（７） 業務規程第３２条の規定により、

立会による指数オプション取引の停止が

行われた場合

（８）・（９） （略） （８）・（９） （略）

（業務規程の準用）

第１０条 業務規程第２０条、第２１条、第

２２条第１項、第２５条及び第２９条の規

定は、Ｊ－ＮＥＴ取引について準用する。

（業務規程の準用）

第１０条 業務規程第２０条から第２２条ま

で、第２５条及び第２９条の規定は、Ｊ－

ＮＥＴ取引について準用する。

２ 前項の規定により準用する業務規程第２

２条第１項の規定にかかわらず、フレック

ス限月単一銘柄取引及びフレックスコンボ

取引に係る市場デリバティブ取引は、本所

が定めるところにより行うものとする。

（新設）

３ （略） ２ （略）

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をす

る場合には、その都度、次の各号に掲げる

事項を取引参加者に指示又は通知するもの

とする。ただし、顧客があらかじめ指定し

た方法に従いＪ－ＮＥＴ取引の決済を行う

ことについて、取引参加者が同意している

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をす

る場合には、その都度、次の各号に掲げる

事項を取引参加者に指示又は通知するもの

とする。ただし、顧客があらかじめ指定し

た方法に従いＪ－ＮＥＴ取引の決済を行う

ことについて、取引参加者が同意している
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場合には、第３号に掲げる事項の指示があ

ったものとみなす。

場合には、第３号に掲げる事項の指示があ

ったものとみなす。

（１） Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引、Ｊ－Ｎ

ＥＴコンボ取引、フレックス単一銘柄取

引又はフレックスコンボ取引の区分

（１） Ｊ－ＮＥＴ単一銘柄取引又はＪ－

ＮＥＴコンボ取引の区分

（２） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

（２） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 有価証券オプション取引 ｃ 有価証券オプション取引

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略）

（ｆ） 権利行使により成立する取引

の種別（フレックス限月取引に限

る。）

（新設）

ｄ （略） ｄ （略）

ｅ 指数オプション取引 ｅ 指数オプション取引

（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略）

（ｅ） オプション清算数値の算出方

法の種別（フレックス限月取引に限

る。）

（新設）

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（ギブアップに係るＪ－ＮＥＴ取引の委託

の際の指示事項等）

第１２条 （略）

（ギブアップに係るＪ－ＮＥＴ取引の委託

の際の指示事項等）

第１２条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引及び指数

オプション取引（権利行使日における対象

指数の最終の数値をオプション清算数値と

するものに限る。）にあっては、当該日が

取引最終日である場合には、取引最終日が

到来した限月取引に係る当該指示は午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時

限までに行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引及び国債証券先物オプション取引にあっ

ては、当該日が取引最終日である場合に

は、取引最終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時までの注文執行取引参

加者の指定する時限までに行うものとす

る。

３ 前条第１項ただし書及び第２項の規定に

かかわらず、ギブアップが成立した場合に

は、顧客は、清算執行取引参加者に対し、

取引を委託した取引日の終了する日の午後

５時１５分までの清算執行取引参加者の指

定する時限までに、新たに発生したＪ－Ｎ

３ 前条第１項ただし書及び第２項の規定に

かかわらず、ギブアップが成立した場合に

は、顧客は、清算執行取引参加者に対し、

取引を委託した取引日の終了する日の午後

５時１５分までの清算執行取引参加者の指

定する時限までに、新たに発生したＪ－Ｎ
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ＥＴ取引に係る同条第１項第３号に掲げる

事項を指示するものとする。ただし、有価

証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び指数オプション取引（権利行

使日における対象指数の最終の数値をオプ

ション清算数値とするものに限る。）にあ

っては、当該日が取引最終日である場合に

は、取引最終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時３０分までの清算執行

取引参加者の指定する時限までに行うもの

とする。

ＥＴ取引に係る同条第１項第３号に掲げる

事項を指示するものとする。ただし、有価

証券オプション取引及び国債証券先物オプ

ション取引にあっては、当該日が取引最終

日である場合には、取引最終日が到来した

限月取引に係る当該指示は午後４時３０分

までの清算執行取引参加者の指定する時限

までに行うものとする。

４・５ （略） ４・５ （略）

（取引参加者等への通知及び公表）

第１４条 （略）

（取引参加者等への通知及び公表）

第１４条 （略）

２ 有価証券オプション取引のフレックス単

一銘柄取引又はフレックスコンボ取引に係

る前項の通知及び公表は、本所の定めると

ころにより算出した約定に係る想定元本額

が本所の定める金額以上の場合には、本所

の定める日に行うものとする。

（新設）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（委託分の取引証拠金の差入れ又は預託）

第６条 非清算参加者は、顧客の委託に基づ

く先物取引の売付け若しくは買付け又はオ

プション取引の売付けが成立した場合は、

次項に規定するクリアリング機構の業務方

法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分

の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金

を、指定清算参加者に差し入れ又は預託し

なければならない。

（委託分の取引証拠金の差入れ又は預託）

第６条 非清算参加者は、顧客の委託に基づ

く先物取引の売付け若しくは買付け又はオ

プション取引の売付けが成立した場合は、

次項に規定する委託分の取引証拠金所要額

以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者

に差し入れ又は預託しなければならない。

２ 委託分の取引証拠金所要額は、クリアリ

ング機構の業務方法書の規定に基づく区分

口座ごとにクリアリング機構先物・オプシ

ョン取引証拠金規則に規定する各顧客の証

拠金所要額（顧客を任意に細分化した場合

においては、当該顧客を任意に細分化した

単位の証拠金所要額の合計額をいう。第７

項及び第９条第４項において同じ。）をす

べての顧客について合計した額とする。

２ 委託分の取引証拠金所要額は、クリアリ

ング機構先物・オプション取引証拠金規則

に規定する各顧客の証拠金所要額（顧客を

任意に細分化した場合においては、当該顧

客を任意に細分化した単位の証拠金所要額

の合計額をいう。第７項及び第９条第４項

において同じ。）をすべての顧客について

合計した額とする。

３～７ （略） ３～７ （略）

（取引証拠金の差入時限又は預託時限）

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差

入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先

物取引の売付け若しくは買付け又はオプシ

ョン取引の売付けが成立した取引日の終了

する日（有価証券オプション取引（フレッ

クス限月取引を除く。）にあっては、売付

けが成立した日）の翌日（休業日に当たる

時は、順次繰り下げる。以下同じ。）のク

リアリング機構が定める預託時限までの指

定清算参加者が指定する日時までに、次の

各号に掲げる区分のいずれに該当するか明

示して行うものとする。

（取引証拠金の差入時限又は預託時限）

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差

入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先

物取引の売付け若しくは買付け又はオプシ

ョン取引の売付けが成立した取引日の終了

する日（有価証券オプション取引にあって

は、売付けが成立した日）の翌日（休業日

に当たる時は、順次繰り下げる。以下同

じ。）のクリアリング機構が定める預託時

限までの指定清算参加者が指定する日時ま

でに、次の各号に掲げる区分のいずれに該

当するか明示して行うものとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（取引証拠金の維持）

第９条 （略）

（取引証拠金の維持）

第９条 （略）

２ 非清算参加者は、委託分の取引証拠金と

して指定清算参加者に差し入れ又は預託し

ている金銭の額及び有価証券を代用価格に

より評価した額の合計額がクリアリング機

構の業務方法書の規定に基づく区分口座ご

との委託分の取引証拠金所要額に満たない

場合は、その不足額以上の額を、不足額が

生じた日の翌日のクリアリング機構が定め

２ 非清算参加者は、委託分の取引証拠金と

して指定清算参加者に差し入れ又は預託し

ている金銭の額及び有価証券を代用価格に

より評価した額の合計額が委託分の取引証

拠金所要額に満たない場合は、その不足額

以上の額を、不足額が生じた日の翌日のク

リアリング機構が定める預託時限までの指

定清算参加者が指定する日時までに、指定
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る預託時限までの指定清算参加者が指定す

る日時までに、指定清算参加者に取引証拠

金として追加差入れ又は非清算参加者証拠

金として追加預託しなければならない。こ

の場合において、当該取引証拠金又は非清

算参加者証拠金は、有価証券をもって代用

差入れ又は代用預託することができる。

清算参加者に取引証拠金として追加差入れ

又は非清算参加者証拠金として追加預託し

なければならない。この場合において、当

該取引証拠金又は非清算参加者証拠金は、

有価証券をもって代用差入れ又は代用預託

することができる。

３・４ （略） ３・４ （略）

（ポジション申告）

第１２条 非清算参加者は、取引日ごとに

（有価証券オプション取引（フレックス限

月取引を除く。）にあっては、毎日。以下

この条において同じ。）、その指定清算参

加者に対し、各銘柄について、クリアリン

グ機構の業務方法書に規定するオムニバス

口座ごとに、当該銘柄に係る各顧客（顧客

が取次者である場合は、申込者をいう。）

又は顧客を任意に細分化した場合における

当該細分化した単位の売建玉及び買建玉に

係る情報を、当該指定清算参加者が指定す

る時限までに当該指定清算参加者に申告す

るものとする。ただし、指定清算参加者が

取引日ごとに当該申告内容を把握できる場

合は、この限りでない。

（ポジション申告）

第１２条 非清算参加者は、取引日ごとに

（有価証券オプション取引にあっては、毎

日。以下この条において同じ。）、その指

定清算参加者に対し、各銘柄について、ク

リアリング機構の業務方法書に規定するオ

ムニバス口座ごとに、当該銘柄に係る各顧

客（顧客が取次者である場合は、申込者を

いう。）又は顧客を任意に細分化した場合

における当該細分化した単位の売建玉及び

買建玉に係る情報を、当該指定清算参加者

が指定する時限までに当該指定清算参加者

に申告するものとする。ただし、指定清算

参加者が取引日ごとに当該申告内容を把握

できる場合は、この限りでない。

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

２ 顧客の現金授受予定額は、一の日におけ

る次項に規定する計算上の損益額に、顧客

の委託に基づく先物取引の決済損益額（国

債証券先物取引については、受託契約準則

第１４条の２第１項又は第２項に規定する

国債証券先物取引の決済のために授受する

金銭の額をいうものとする。）のうち当該

顧客との間で授受を終了していないもの及

びオプション取引の取引代金（有価証券オ

プション取引については、同第１７条第１

項に規定する取引代金及び同条第２項に規

定する決済のために授受する金銭の額をい

うものとし、指数オプション取引について

は、同第２７条に規定する決済のために授

受する金銭の額をいうものとする。）のう

ち当該顧客との間で授受を終了していない

ものの合計額を加減した額から当該顧客の

負担すべき額で取引参加者が必要と認める

額を減じて得た額に相当する金銭の額とす

る。この場合における取引代金は、法第４

５条の規定により顧客に契約締結時交付書

２ 顧客の現金授受予定額は、一の日におけ

る次項に規定する計算上の損益額に、顧客

の委託に基づく先物取引の決済損益額（国

債証券先物取引については、受託契約準則

第１４条の２第１項又は第２項に規定する

国債証券先物取引の決済のために授受する

金銭の額をいうものとする。）のうち当該

顧客との間で授受を終了していないもの及

びオプション取引の取引代金（指数オプシ

ョン取引については、受託契約準則第２７

条に規定する決済のために授受する金銭の

額をいうものとする。）のうち当該顧客と

の間で授受を終了していないものの合計額

を加減した額から当該顧客の負担すべき額

で取引参加者が必要と認める額を減じて得

た額に相当する金銭の額とする。この場合

における取引代金は、法第４５条の規定に

より顧客に契約締結時交付書面の交付を要

しない場合又は金融商品取引業等に関する

内閣府令（平成１９年内閣府令第５２号）

第１０８条第７項の規定により取引残高報
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面の交付を要しない場合又は金融商品取引

業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府

令第５２号）第１０８条第７項の規定によ

り取引残高報告書に同一日における同一銘

柄の取引の単価の平均額（以下「平均単

価」という。）を記載することができる場

合には、本所が定めるところにより、平均

単価に基づき算出することができる。

告書に同一日における同一銘柄の取引の単

価の平均額（以下「平均単価」という。）

を記載することができる場合には、本所が

定めるところにより、平均単価に基づき算

出することができる。

３ （略） ３ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者料金）

第２条 （略）

（取引参加者料金）

第２条 （略）

２ 基本料の額（月額）は、次の各号に掲げ

る取引参加者の区分に従い、当該各号に定

める額とする。なお、取引参加者の取引資

格の取得日又は喪失日の属する月の基本料

は、日割をもって計算する。

２ 基本料の額（月額）は、次の各号に掲げ

る取引参加者の区分に従い、当該各号に定

める額とする。なお、取引参加者の取引資

格の取得日又は喪失日の属する月の基本料

は、日割をもって計算する。

（１） 先物取引等取引参加者

６０万円とする。ただし、各先物取引

等取引参加者が、次のａ又はｂに掲げる

場合には、当該ａ又はｂに定める額を控

除した額とする。

（１） 先物取引等取引参加者

６０万円とする。ただし、各先物取引

等取引参加者が、次のａ又はｂに掲げる

場合には、当該ａ又はｂに定める額を控

除した額とする。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 前月の本所の市場における取引にお

いて指数先物取引、有価証券オプショ

ン取引又は指数オプション取引の各取

引に係る注文を行わなかった場合（有

価証券オプション取引及び指数オプシ

ョン取引のうち、各フレックス限月取

引については、各取引に係る注文を行

ったものの約定が成立しなかった場合

を含む。） ２０万円

ｂ 前月の本所の市場における取引にお

いて指数先物取引、有価証券オプショ

ン取引又は指数オプション取引に係る

注文を行わなかった場合 ２０万円

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、その額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、その額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 指数オプション取引

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る金額とする。

（５） 指数オプション取引 ５円

ａ 日経平均オプション、東証株価指数

オプション、ＪＰＸ日経インデックス

４００オプション及び東証銀行業株価

指数オプション ５円

（新設）

ｂ 東証ＲＥＩＴ指数オプション １円 （新設）

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、
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業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 指数オプション取引

次のａからｃまでに掲げる取引対象オ

プションの区分に従い、当該ａからｃま

でに定める率又は金額とする。

（５） 指数オプション取引

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定め

る率又は金額とする。

ａ 日経平均オプション ａ 日経平均オプション

（ａ） 通常限月取引及びフレックス

限月取引 万分の５．０

（ａ） 通常限月取引 万分の５．０

（ｂ） （略） （ｂ） （略）

ｂ 東証株価指数オプション、ＪＰＸ日

経インデックス４００オプション及び

東証銀行業株価指数オプション ４０

円

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション

４０円

ｃ 東証ＲＥＩＴ指数オプション ７円 （新設）

（６） （略） （６） （略）

７～９ （略） ７～９ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。

別表１ 別表１

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等
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取引手数料の算出の基準及び取引手数

料率等は、次のとおりとする。

取引の

区分
取引対象の区分

算出の

基準

取引手数料

率等

（略） （略） （略） （略）

指数オ

プショ

ン取引

日経平均オプシ

ョン（通常限月

取引及びフレッ

クス限月取引）

取引代

金

売付け又は

買付けごと

に

取引代金

に、別表２

に定める取

引手数料率

を乗じて得

た額

（略） （略） （略）

東証株価指数オ

プション、ＪＰ

Ｘ日経インデッ

クス４００オプ

ション及び東証

銀行業株価指数

オプション

取引数

量

売付け又は

買付けごと

に

１取引単位

につき

４０円

東証ＲＥＩＴ指

数オプション

取引数

量

売付け又は

買付けごと

に

１取引単位

につき

７円

（略） （略） （略） （略）

取引手数料の算出の基準及び取引手数

料率等は、次のとおりとする。

取引の

区分
取引対象の区分

算出の

基準

取引手数料

率等

（略） （略） （略） （略）

指数オ

プショ

ン取引

日経平均オプシ

ョン（通常限月

取引）

取引代

金

売付け又は

買付けごと

に

取引代金

に、別表２

に定める取

引手数料率

を乗じて得

た額

（略） （略） （略）

東証株価指数オ

プション及びＪ

ＰＸ日経インデ

ックス４００オ

プション

取引数

量

売付け又は

買付けごと

に

１取引単位

につき

４０円

（新設） （新

設）

（新設）

（略） （略） （略） （略）

（注１）～（注６） （略） （注１）～（注６） （略）

別表２ 別表２

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率

別表１における日経平均、東証株価指数

及び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯ

ＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０配当指数をいう。以下同じ。）を対象

とする市場デリバティブ取引に係る取引手

数料率（小数点以下第３位未満の端数（第

４号にあっては、小数点以下第８位未満の

端数）があるときは、これを切り捨てる。

以下同じ。）は、各取引参加者について、

次に掲げる区分に応じて、当該区分に定め

るところによる。ただし、先物取引等取引

資格を取得した日に属する月から４か月を

経過するまでの間の当該取引参加者に係る

取引手数料率は、本所がその都度定める。

別表１における日経平均、東証株価指数

及び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯ

ＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ

３０配当指数をいう。以下同じ。）を対象

とする市場デリバティブ取引に係る取引手

数料率（小数点以下第３位未満の端数（第

４号にあっては、小数点以下第８位未満の

端数）があるときは、これを切り捨てる。

以下同じ。）は、各取引参加者について、

次に掲げる区分に応じて、当該区分に定め

るところによる。ただし、先物取引等取引

資格を取得した日に属する月から４か月を

経過するまでの間の当該取引参加者に係る

取引手数料率は、本所がその都度定める。
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（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 日経平均を対象とした指数オプシ

ョン取引（通常限月取引及びフレックス

限月取引に限る。）

当該取引参加者の日経平均を対象とし

た指数オプション取引（フレックス限月

取引及び週次設定限月取引を除く。）に

係る月次平均取引代金（４か月前の１日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。）に終了する取引日から

２か月前の末日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）に終了する取引

日までの３か月間の取引代金（ギブアッ

プが成立した場合は、注文執行取引参加

者の取引代金とみなす。以下同じ。）の

合計を３で除して得た数値（小数点以下

第１位未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）をいう。以下同じ。）に

ついて、次のａからｄまでにより算出し

た金額を当該月次平均取引代金で除して

得た数値とする。

（４） 日経平均を対象とした指数オプシ

ョン取引（週次設定限月取引を除く。以

下同じ。）

当該取引参加者の日経平均を対象とし

た指数オプション取引に係る月次平均取

引代金（４か月前の１日（休業日に当た

るときは、順次繰り下げる。以下同

じ。）に終了する取引日から２か月前の

末日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）に終了する取引日までの３か

月間の取引代金（ギブアップが成立した

場合は、注文執行取引参加者の取引代金

とみなす。以下同じ。）の合計を３で除

して得た数値（小数点以下第１位未満の

端数があるときは、これを切り捨て

る。）をいう。以下同じ。）について、

次のａからｄまでにより算出した金額を

当該月次平均取引代金で除して得た数値

とする。

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（新たな限月取引の取引開始時刻）

第４条 規程第４条の４第４項及び第５項、

第７条第４項、第１０条の２、第１３条の

３第２項及び第３項並びに第１５条第３項

第１号及び第２号に規定する本所が定める

時刻は、午前８時２０分とし、同第１０条

第３項第２号、第１５条第３項第３号に規

定する本所が定める時刻は、本所がその都

度指定する時刻とする。

（新たな限月取引の取引開始時刻）

第４条 規程第４条の４第４項及び第５項、

第７条第４項、第１３条の３第２項及び第

３項並びに第１５条第３項に規定する本所

が定める時刻は、午前８時２０分とする。

（新たな限月取引の取引最終日）

第４条の２ 規程第１０条第２項第２号、第

１５条第２項第１号 c、同項第２号 b 及び第

３号に規定する本所が指定する取引最終日

は、本所が当該指定をしようとする日から

起算して５日（休業日（規程第１９条第１

項に規定する休業日をいい、同条第２項に

規定する臨時休業日を含む。以下同じ。）

を除く。）が経過した日又はそれ以降の日

とする。

（新設）

（有価証券オプション取引に係る権利行使

価格の設定）

第６条 規程第１１条第２項第２号に規定す

る本所が定める時刻は、本所がその都度指

定する時刻とする。

（有価証券オプション取引に係る権利行使

価格の設定）

第６条 規程第１１条第２項及び同第１３条

第２項の規定により設定する権利行使価格

は、次の各号に定めるところによる。

（１） 規程第１１条第２項の規定により

有価証券オプションの各限月取引に設定

する権利行使価格は、当該限月取引の取

引開始日の前日（休業日（規程第１９条

第１項に規定する休業日をいい、同条第

２項に規定する臨時休業日を含む。以下

同じ。）に当たるときは、順次繰り上げ

る。以下同じ。）における設定基準価格

（その日のオプション対象証券の設定基

準最終値段（権利行使価格を設定する基

準となる値段であって、次号に規定する

値段をいう。以下同じ。）に最も近接す

る規定第１１条第２項に規定する刻みの

幅（以下この条において「刻みの幅」と

いう。）の整数倍の価格（当該価格が２

種類ある場合には高い方の価格をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）及び

当該設定基準価格に近接する上下各２種

類の刻みの幅の整数倍の価格とする。

（２） オプション対象証券の設定基準最
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終値段は、その日の当該オプション対象

証券の最終値段（指定市場における当該

オプション対象証券の最終の約定値段

（指定取引所が定めるところにより気配

表示された最終気配値段を含む。）をい

う。ただし、その日に当該約定値段がな

い場合には、第９条の規定により本所が

定める値段とする。以下同じ。）とす

る。ただし、当該オプション対象証券の

売買に係る権利落（規程第１２条第１項

第１号前段に規定する権利落をいう。第

９条において同じ。）の期日として指定

取引所が定める日の前日におけるオプシ

ョン対象証券の設定基準最終値段は、次

に定める区分に従い、次に定めるところ

による。

  ａ 株式（受益権及び投資口を含む。）

の分割による権利落の場合

    その日のオプション対象証券の最終

値段に、当該株式の分割に係る分割比

率を乗じて得た値段

  ｂ 株式無償割当て（オプション対象証

券に係る株式と同一の種類の株式が割

り当てられるものに限る。次条第２号

及び第７条第２号において同じ。）に

よる権利落の場合

    その日のオプション対象証券の最終

値段を、１に当該株式無償割当てに係

る新株式割当率を加えた数値で除して

得た値段

  ｃ 有償増資（併行増資を含む。以下同

じ。）による権利落の場合

    その日のオプション対象証券の最終

値段に当該有償増資に係る新株払込金

額を加えた値段を、当該有償増資に係

る新株割当率に１を加えた数値で除し

て得た値段

  ｄ その他の権利落の場合

    本所がその都度定める値段

（３） 規程第１３条第２項の規定により

有価証券オプションの各限月取引に設定

する権利行使価格は、次に定める権利落

の区分に従い、当該各区分に定める日の

前日における設定基準価格及び当該設定

基準価格に近接する上下各２種類の刻み

の幅の整数倍の権利行使価格を設定す

る。

  ａ 株式（受益権及び投資口を含む。）

の分割、株式無償割当て又は有償増資

等
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    株式の分割、株式無償割当て又は有

償増資等に係る権利落の期日として指

定取引所が定める日（以下「権利落の

期日」という。）

  ｂ 人的分割

    人的分割による権利落後始値が決定

する日の翌日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。別表２を除き、

以下同じ。）

２ 規程第１１条第２項及び同第１３条第２

項の規定により設定する権利行使価格は、

次の各号に定めるところによる。

（１） 規程第１１条第２項の規定により

有価証券オプションの各限月取引に設定

する権利行使価格は、当該限月取引の取

引開始日の前日（休業日（規程第１９条

第１項に規定する休業日をいい、同条第

２項に規定する臨時休業日を含む。以下

同じ。）に当たるときは、順次繰り上げ

る。以下同じ。）における設定基準価格

（その日のオプション対象証券の設定基

準最終値段（権利行使価格を設定する基

準となる値段であって、次号に規定する

値段をいう。以下同じ。）に最も近接す

る規定第１１条第２項に規定する刻みの

幅（以下この条において「刻みの幅」と

いう。）の整数倍の価格（当該価格が２

種類ある場合には高い方の価格をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）及び

当該設定基準価格に近接する上下各２種

類の刻みの幅の整数倍の価格とする。

（２） オプション対象証券の設定基準最

終値段は、その日の当該オプション対象

証券の最終値段（指定市場における当該

オプション対象証券の最終の約定値段

（指定取引所が定めるところにより気配

表示された最終気配値段を含む。）をい

う。ただし、その日に当該約定値段がな

い場合には、第９条の規定により本所が

定める値段とする。以下同じ。）とす

る。ただし、当該オプション対象証券の

売買に係る権利落（規程第１２条第１項

第１号前段に規定する権利落をいう。第

９条において同じ。）の期日として指定

取引所が定める日の前日におけるオプシ

ョン対象証券の設定基準最終値段は、次

に定める区分に従い、次に定めるところ

による。

  ａ 株式（受益権及び投資口を含む。）

の分割による権利落の場合

（新設）
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    その日のオプション対象証券の最終

値段に、当該株式の分割に係る分割比

率を乗じて得た値段

  ｂ 株式無償割当て（オプション対象証

券に係る株式と同一の種類の株式が割

り当てられるものに限る。次条第２号

及び第７条第２号において同じ。）に

よる権利落の場合

    その日のオプション対象証券の最終

値段を、１に当該株式無償割当てに係

る新株式割当率を加えた数値で除して

得た値段

  ｃ 有償増資（併行増資を含む。以下同

じ。）による権利落の場合

    その日のオプション対象証券の最終

値段に当該有償増資に係る新株払込金

額を加えた値段を、当該有償増資に係

る新株割当率に１を加えた数値で除し

て得た値段

  ｄ その他の権利落の場合

    本所がその都度定める値段

（３） 規程第１３条第２項の規定により

有価証券オプションの各限月取引に設定

する権利行使価格は、次に定める権利落

の区分に従い、当該各区分に定める日の

前日における設定基準価格及び当該設定

基準価格に近接する上下各２種類の刻み

の幅の整数倍の権利行使価格を設定す

る。

  ａ 株式（受益権及び投資口を含む。）

の分割、株式無償割当て又は有償増資

等

    株式の分割、株式無償割当て又は有

償増資等に係る権利落の期日として指

定取引所が定める日（以下「権利落の

期日」という。）

  ｂ 人的分割

    人的分割による権利落後始値が決定

する日の翌日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。別表２を除き、 以

下同じ。）

３ 規程第１１条第３項及び第１３条第３項

の規定により通常限月取引に設定する新た

な権利行使価格は、各通常限月取引につい

て、毎日のオプション対象証券の設定基準

最終値段に最も近接する既存の権利行使価

格（当該権利行使価格が２種類ある場合に

は高い方の価格をいう。以下この項におい

て同じ。）を上回る既存の権利行使価格又

は下回る既存の権利行使価格が１種類以下

２ 規程第１１条第３項及び第１３条第３項

の規定により設定する新たな権利行使価格

は、各限月取引について、毎日のオプショ

ン対象証券の設定基準最終値段に最も近接

する既存の権利行使価格（当該権利行使価

格が２種類ある場合には高い方の価格をい

う。以下この項において同じ。）を上回る

既存の権利行使価格又は下回る既存の権利

行使価格が１種類以下となった場合、当該
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となった場合、当該限月取引について、そ

の翌日に、当該オプション対象証券の設定

基準最終値段に最も近接する既存の権利行

使価格を上回る権利行使価格又は下回る権

利行使価格が２種類となるまで、刻みの幅

の整数倍の権利行使価格を設定する。ただ

し、本所が必要と認める場合には、設定す

る権利行使価格、その数及び刻みの幅を変

更することができる。

限月取引について、その翌日に、当該オプ

ション対象証券の設定基準最終値段に最も

近接する既存の権利行使価格を上回る権利

行使価格又は下回る権利行使価格が２種類

となるまで、刻みの幅の整数倍の権利行使

価格を設定する。ただし、本所が必要と認

める場合には、設定する権利行使価格、そ

の数及び刻みの幅を変更することができ

る。

４ 規程第１１条第３項及び第１３条第４項

の規定によりフレックス限月取引に設定す

る新たな権利行使価格については、規程第

１１条第２項第２号の規定を準用する。た

だし、本所が必要と認める場合には、設定

する権利行使価格、その数及び刻みの幅を

変更することができる。

（新設）

５ 前３項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する限月取引に係る新たな

権利行使価格は、設定しないことができ

る。

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する限月取引に係る新たな

権利行使価格は、設定しないことができ

る。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） フレックス限月取引に設定しよう

とする権利行使価格であって、設定する

こととなる限月取引の取引最終日が、当

該権利行使価格を新たに設定する日から

起算して５日（休業日を除く。）が経過

した日又はそれ以降の日とならない場合

における当該限月取引

（新設）

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定）

第１０条 規程第１６条第２項に規定する本

所が定める時刻は、通常限月取引及び週次

限月取引の権利行使価格については午前８

時とし、フレックス限月取引の権利行使価

格については本所がその都度指定する時刻

とする。

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定）

第１０条 規程第１６条第２項に規定する本

所が定める時刻は、午前８時とする。

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設

定する権利行使価格（フレックス限月取引

に係るものを除く。）は、次の各号に掲げ

る指数オプション取引の対象の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設

定する権利行使価格は、次の各号に掲げる

指数オプション取引の対象の区分に従い、

当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３ （略） ３ （略）

４ 前項の規定によるほか、取引参加者から

の申請に基づき、全部又は一部の限月取引

（フレックス限月取引に係るものを除

く。）について、新たな権利行使価格を設

４ 前項の規定によるほか、取引参加者から

の申請に基づき、全部又は一部の限月取引

について、新たな権利行使価格を設定する

ことができる。



41

定することができる。

５ 規程第１６条第４項の規定によりフレッ

クス限月取引に設定する新たな権利行使価

格については、規程第１６条第２項第１号

c、第２号 b、第３号 b、第４号及び第５号

の規定を準用する。ただし、本所が必要と

認める場合には、設定する権利行使価格及

びその数を変更することができる。

（新設）

６ 前３項の規定にかかわらず、権利行使価

格を新たに設定する日が、設定することと

なる限月取引の取引最終日と同一の週に属

する場合又はフレックス限月取引に設定し

ようとする権利行使価格であって、設定す

ることとなる限月取引の取引最終日が、当

該権利行使価格を新たに設定する日から起

算して５日（休業日を除く。）が経過した

日又はそれ以降の日ではない場合には、当

該限月取引に係る新たな権利行使価格は、

設定しないことができる。

５ 前２項の規定にかかわらず、権利行使価

格を新たに設定する日が、設定することと

なる限月取引の取引最終日と同一の週に属

する場合には、当該限月取引に係る新たな

権利行使価格は、設定しないことができ

る。

（ギブアップの申告時限）

第２４条 規程第４３条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時３０分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の最終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）にあっては、当該日が取引最終日で

ある場合には、取引最終日が到来した限月

取引に係る当該申告は午後４時４５分まで

に行うものとする。

（ギブアップの申告時限）

第２４条 規程第４３条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時３０分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引及び国債証券

先物オプション取引にあっては、当該日が

取引最終日である場合には、取引最終日が

到来した限月取引に係る当該申告は午後４

時４５分までに行うものとする。

（テイクアップの申告時限）

第２５条 規程第４４条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時４５分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の最終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）にあっては、当該日が取引最終日で

ある場合には、取引最終日が到来した限月

取引に係る当該申告は午後５時までに行う

ものとする。

（テイクアップの申告時限）

第２５条 規程第４４条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時４５分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引及び国債証券

先物オプション取引にあっては、当該日が

取引最終日である場合には、取引最終日が

到来した限月取引に係る当該申告は午後５

時までに行うものとする。

（有価証券オプションの上場廃止日） （有価証券オプションの上場廃止日）
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第２７条 規程第５３条に規定する上場廃止

日等は、次の各号に定めるところによる。

第２７条 規程第５３条に規定する上場廃止

日等は、次の各号に定めるところによる。

（１） 規程第５３条第１項第１号の規定

により有価証券オプションの上場を廃止

する場合

（１） 規程第５３条第１項第１号の規定

により有価証券オプションの上場を廃止

する場合

a （略） a （略）

b 規程第５３条第２項に規定する本所が

定める限月取引及びその数

b 規程第５３条第２項に規定する本所が

定める限月取引及びその数

（a） オプション対象証券が合併、株

式交換、株式移転又は併合（投資信

託及び投資法人に関する法律（昭和

２６年法律第１９８号）第１６条第

２号に規定する併合をいう｡以下この

（a）において同じ｡）により上場廃

止（規程第５３条第１項第１号に掲

げる場合に該当するときの当該オプ

ション対象証券の上場廃止に限

る。）となる場合（オプション対象

証券が指定取引所の定めるところに

より整理銘柄に指定される又はこれ

に相当する措置が行われる場合を除

く。）には、本所がその都度定める

日以降において、原則として、吸収

合併若しくは新設合併がその効力を

生ずる日、株式交換がその効力を生

ずる日、株式移転がその効力を生ず

る日又は併合がその効力を生ずる日

以降の日を取引最終日とする限月取

引（フレックス限月取引を除く。）

が二つ以上となる新たな限月取引に

係る取引についてはこれを行わない

ものとし、取引最終日がオプション

対象証券の上場廃止日の前日以降の

日となる限月取引の取引最終日は、

当該オプション対象証券の上場廃止

日の前々日（休業日を除外する。次

の（b）における日数計算において同

じ。）とする。ただし、規程第５３

条第３項に基づき有価証券オプショ

ンを引き継ごうとする場合におい

て、本所が指定する銘柄に係る限月

取引の取引最終日は、当該オプショ

ン対象証券の上場廃止日の前日と

し、権利行使日については変更しな

い。

（a） オプション対象証券が合併、株

式交換、株式移転又は併合（投資信

託及び投資法人に関する法律（昭和

２６年法律第１９８号）第１６条第

２号に規定する併合をいう｡以下この

（a）において同じ｡）により上場廃

止（規程第５３条第１項第１号に掲

げる場合に該当するときの当該オプ

ション対象証券の上場廃止に限

る。）となる場合（オプション対象

証券が指定取引所の定めるところに

より整理銘柄に指定される又はこれ

に相当する措置が行われる場合を除

く。）には、本所がその都度定める

日以降において、原則として、吸収

合併若しくは新設合併がその効力を

生ずる日、株式交換がその効力を生

ずる日、株式移転がその効力を生ず

る日又は併合がその効力を生ずる日

以降の日を取引最終日とする限月取

引が二つ以上となる新たな限月取引

に係る取引についてはこれを行わな

いものとし、取引最終日がオプショ

ン対象証券の上場廃止日の前日以降

の日となる限月取引の取引最終日

は、当該オプション対象証券の上場

廃止日の前々日（休業日を除外す

る。次の（b）における日数計算にお

いて同じ。）とする。

（b） （略） （b） （略）

（２） （略） （２） （略）

（有価証券オプションの引継ぎ）
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第２７条の２ 規程第５３条第３項に規定す

る有価証券オプションの引継ぎは、企業再

編又は投資信託の併合がその効力を生ずる

日（オプション対象証券がテクニカル上場

規定の適用を受ける場合にはその上場日）

（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）に行うものとする。

（新設）

２ 規程第５３条第４項に規定する引継ぎ銘

柄（規程第１３条第４項に規定する引継ぎ

銘柄の設定によるものを含む。）は、引継

ぎ元銘柄と取引最終日、限月取引の区分及

び権利行使において成立する取引の種別が

同一であって、権利行使価格が上場廃止と

なる各銘柄の取引最終日における権利行使

価格に、企業再編又は投資信託の併合の比

率で除して得た数値を乗じて得た価格であ

り、有価証券オプション１単位のオプショ

ン対象証券の数量が上場廃止となる各銘柄

の取引最終日における有価証券オプション

１単位のオプション対象証券の数量に、企

業再編又は投資信託の併合に係る割当率を

加えた数値を乗じて得た数量である銘柄と

する。ただし、本所が適当と認める場合に

は、本所がその都度指定する権利行使価格

及び有価証券オプション１単位のオプショ

ン対象証券の数量である銘柄とする。

３ 規程第５３条第４項ただし書に規定する

本所が指定する時点は、第２７条第１項第

１号 b（a）ただし書に規定する取引最終日

の終了時点とする。

（建玉の内容に関する報告の取扱い）

第２７条の３ （略）

（建玉の内容に関する報告の取扱い）

第２７条の２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年

６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引の数量）

第２条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第２号及

び第４号に規定する本所が定める数量は、

Ｊ－ＮＥＴ市場特例第１０条第１項におい

て準用する業務規程第２９条各号に規定す

る取引単位とする。

（取引の数量）

第２条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第２号に

規定する本所が定める数量は、Ｊ－ＮＥＴ

市場特例第１０条において準用する業務規

程第２９条各号に規定する取引単位とす

る。

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第３号及び第

５号に規定する本所が定める数の銘柄は、

本所が別に定める組合せの範囲であって、

それぞれ２以上６以下及び２以上１０以下

とする。

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第２条第３号に規定

する本所が定める数の銘柄は、本所が別に

定める組合せの範囲であって、２以上６以

下とする。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引

次のａ及びｂに掲げる限月取引の区分

に従い、当該ａ及びｂに定める値段とす

る。

（３） 有価証券オプション取引

オプション対象証券１株（オプション

対象証券が優先出資証券、投資信託受益

証券又は投資証券の場合にあっては１

口）につき、１０銭（売買単位の数が奇

数であるオプション対象証券に係る有価

証券オプション取引にあっては１円）の

整数倍の値段とする。ただし、立会にお

ける呼値の制限値幅の基準値段からオプ

ション対象証券の価格変動幅（指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段と立会における

直近の約定値段の差の絶対値をいう。以

下この号において同じ。）及び指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段に１００分の８

を乗じて算出した数値を減じて得た値段

（当該値段が１０銭（オプション対象証

券の売買単位の数が奇数である場合は１

円）未満の場合にあっては、１０銭（オ

プション対象証券の売買単位の数が奇数

である場合は１円））から、当該オプシ

ョン対象証券の価格変動幅及び指定市場

における当日のオプション対象証券の呼

値の制限値幅の基準値段に１００分の８

を乗じて算出した数値を当該立会におけ

る呼値の制限値幅の基準値段に加えて得
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た値段までの範囲内の値段に限る。

ａ 通常限月取引

オプション対象証券１株（オプショ

ン対象証券が優先出資証券、投資信託

受益証券又は投資証券の場合にあって

は１口）につき、１０銭（売買単位の

数が奇数であるオプション対象証券に

係る有価証券オプション取引にあって

は１円）の整数倍の値段とする。ただ

し、立会における呼値の制限値幅の基

準値段からオプション対象証券の価格

変動幅（指定市場における当日のオプ

ション対象証券の呼値の制限値幅の基

準値段と立会における直近の約定値段

の差の絶対値をいう。以下この号にお

いて同じ。）及び指定市場における当

日のオプション対象証券の呼値の制限

値幅の基準値段に１００分の８を乗じ

て算出した数値を減じて得た値段（当

該値段が１０銭（オプション対象証券

の売買単位の数が奇数である場合は１

円）未満の場合にあっては、１０銭

（オプション対象証券の売買単位の数

が奇数である場合は１円））から、当

該オプション対象証券の価格変動幅及

び指定市場における当日のオプション

対象証券の呼値の制限値幅の基準値段

に１００分の８を乗じて算出した数値

を当該立会における呼値の制限値幅の

基準値段に加えて得た値段までの範囲

内の値段に限る。

（新設）

ｂ フレックス限月取引

オプション対象証券１株（オプショ

ン対象証券が優先出資証券、投資信託

受益証券又は投資証券の場合にあって

は１口）につき、１円の１万分の１の

整数倍の値段とする。

（新設）

（４） （略） （４） （略）

（５） 指数オプション取引

次のａからｃまでに掲げる指数オプシ

ョン取引の対象の区分及び限月取引の区

分に従い、当該ａからｃまでに定める値

段とする。

（５） 指数オプション取引

次のａ及びｂに掲げる指数オプション

取引の対象の区分に従い、当該ａ及びｂ

に定める値段とする。ただし、立会にお

ける呼値の制限値幅の基準値段から対象

指数の変動幅（前取引日の最終の対象指

数と当取引日の取引対象指数を同じくす

る指数先物取引（日経平均を対象とする

指数先物取引及び東証株価指数を対象と

する指数先物取引においてはＬａｒｇｅ

取引）における直近の限月取引の直近約

定数値に基づき計算する指数との差の絶
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対値をいう。以下この号において同

じ。）及び前取引日の最終の対象指数に

１００分の８（日経平均に係る指数オプ

ション取引における通常限月取引のうち

直近の３限月取引以外の限月取引及びそ

れ以外の指数に係る指数オプション取引

における直近の３限月取引以外の限月取

引にあっては、１００分の１１。以下こ

の号において同じ。）を乗じて算出した

数値を減じて得た値段（当該値段が１円

又は１ポイントの１万分の１未満の場合

にあっては、１円又は１ポイントの１万

分の１）から、当該対象指数の変動幅及

び前取引日の最終の対象指数に１００分

の８を乗じて算出した数値を当該立会に

おける呼値の制限値幅の基準値段に加え

て得た値段までの範囲内の値段に限る。

ａ 日経平均オプション

（削る）

ａ 日経平均オプション

１円の１万分の１の整数倍の値段

（ａ） 通常限月取引及び週次設定限

月取引

１円の１万分の１の整数倍の値段

とする。ただし、立会における呼値

の制限値幅の基準値段から対象指数

の変動幅（前取引日の最終の対象指

数と当取引日の取引対象指数を同じ

くする指数先物取引（Ｌａｒｇｅ取

引）における直近の限月取引の直近

約定数値に基づき計算する指数との

差の絶対値をいう。）及び前取引日

の最終の対象指数に１００分の８

（直近の３限月取引以外の限月取引

にあっては１００分の１１）を乗じ

て算出した数値を減じて得た値段

（当該値段が１円の１万分の１未満

の場合にあっては１円の１万分の

１）から、当該対象指数の変動幅及

び前取引日の最終の対象指数に１０

０分の８（直近の３限月取引以外の

限月取引にあっては１００分の１

１）を乗じて算出した数値を当該立

会における呼値の制限値幅の基準値

段に加えて得た値段までの範囲内の

値段に限る。

（新設）

（ｂ） フレックス限月取引

１円の１万分の１の整数倍の値段

とする。

（新設）

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション

（削る）

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション

１ポイントの１万分の１の整数倍の
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値段

（ａ） 通常限月取引

１ポイントの１万分の１の整数倍

の値段とする。ただし、立会におけ

る呼値の制限値幅の基準値段から対

象指数の変動幅（前取引日の最終の

対象指数と当取引日の取引対象指数

を同じくする指数先物取引（東証株

価指数を対象とする指数先物取引に

おいてはＬａｒｇｅ取引）における

直近の限月取引の直近約定数値に基

づき計算する指数との差の絶対値を

いう。）及び前取引日の最終の対象

指数に１００分の８（直近の３限月

取引以外の限月取引にあっては１０

０分の１１）を乗じて算出した数値

を減じて得た値段（当該値段が１ポ

イントの１万分の１未満の場合にあ

っては１ポイントの１万分の１）か

ら、当該対象指数の変動幅及び前取

引日の最終の対象指数に１００分の

８（直近の３限月取引以外の限月取

引にあっては１００分の１１）を乗

じて算出した数値を当該立会におけ

る呼値の制限値幅の基準値段に加え

て得た値段までの範囲内の値段に限

る。

（新設）

（ｂ） フレックス限月取引

１ポイントの１万分の１の整数倍

の値段とする。

（新設）

ｃ 東証銀行業株価指数オプション及び

東証ＲＥＩＴ指数オプション

（新設）

（ａ） フレックス限月取引

１ポイントの１万分の１の整数倍

の値段とする。

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第５条第１項及び第

２項に規定する本所が定める値段は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

（新設）

（１） 有価証券オプション取引

当日の指定市場におけるオプション対

象証券の呼値の制限値幅の基準値段に基

づき本所が算出する前日（休業日を除

く。以下同じ。）終了時点の理論価格か

らオプション対象証券の価格変動幅（指

定市場における当日のオプション対象証

券の呼値の制限値幅の基準値段と立会に

おける直近の約定値段の差の絶対値をい
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う。以下この号において同じ。）及び指

定市場における当日のオプション対象証

券の呼値の制限値幅の基準値段に、次の

ａからｄまでに掲げる取引最終日までの

期間に従い、当該ａからｄまでに定める

数値を乗じて算出した数値を減じて得た

値段（当該値段が１０銭（オプション対

象証券の売買単位の数が奇数である場合

は１円）未満の場合にあっては、１０銭

（オプション対象証券の売買単位の数が

奇数である場合は１円））から、当該オ

プション対象証券の価格変動幅及び指定

市場における当日のオプション対象証券

の呼値の制限値幅の基準値段に、当該次

のａからｄまでに掲げる取引最終日まで

の期間に従い、当該ａからｄまでに定め

る数値を乗じて算出した数値を当該当日

の指定市場におけるオプション対象証券

の呼値の制限値幅の基準値段に基づき本

所が算出する前日（休業日を除く。以下

同じ。）終了時点の理論価格に加えて得

た値段までの範囲内の値段

ａ ２４０日以内 ８％

ｂ ２４０日超３６０日以内 １１％

ｃ ３６０日超７２０日以内 １６％

ｄ ７２０日超 ２０％

（２） 指数オプション取引

次のａからｃまでに掲げる指数オプシ

ョン取引の対象の区分に従い、当該ａか

らｃまでに定める値段とする。

ａ 日経平均オプション

前日の対象指数の終値に基づき本所

が算出する前日終了時点の理論価格か

ら対象指数の変動幅（前日の最終の対

象指数と当取引日の取引対象指数を同

じくする指数先物取引（Ｌａｒｇｅ取

引）における直近の限月取引の直近約

定数値に基づき計算する指数との差の

絶対値をいう。）及び前日の最終の対

象指数に、次の（ａ）及び（ｂ）に掲

げる取引最終日までの期間に従い、当

該（ａ）及び（ｂ）に定める数値を乗

じて算出した数値を減じて得た値段

（当該値段が１円の１万分の１未満の

場合にあっては１円の１万分の１）か

ら、当該対象指数の変動幅及び前日の

最終の対象指数に、当該次の（ａ）及

び（ｂ）に掲げる取引最終日までの期

間に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定
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める数値を乗じて算出した数値を前日

の対象指数の終値に基づき本所が算出

する前日終了時点の理論価格に加えて

得た値段までの範囲内の値段

（ａ） ９０日以内 ８％

（ｂ） ９０日超 １１％

ｂ 東証株価指数オプション及びＪＰＸ

日経インデックス４００オプション

前日の対象指数の終値に基づき本所

が算出する前日終了時点の理論価格か

ら対象指数の変動幅（前日の最終の対

象指数と当取引日の取引対象指数を同

じくする指数先物取引（東証株価指数

を対象とする指数先物取引においては

Ｌａｒｇｅ取引）における直近の限月

取引の直近約定数値に基づき計算する

指数との差の絶対値をいう。）及び前

日の最終の対象指数に、次の（ａ）及

び（ｂ）に掲げる取引最終日までの期

間に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定

める数値を乗じて算出した数値を減じ

て得た値段（当該値段が１ポイントの

１万分の１未満の場合にあっては１ポ

イントの１万分の１）から、当該対象

指数の変動幅及び前日の最終の対象指

数に、当該次の（ａ）及び（ｂ）に掲

げる取引最終日までの期間に従い、当

該（ａ）及び（ｂ）に定める数値を乗

じて算出した数値を前日の対象指数の

終値に基づき本所が算出する前日終了

時点の理論価格に加えて得た値段まで

の範囲内の値段

（ａ） ９０日以内 ８％

（ｂ） ９０日超 １１％

ｃ 東証銀行業株価指数オプション及び

東証ＲＥＩＴ指数オプション

前日の対象指数の終値に基づき本所

が算出する前日終了時点の理論価格か

ら対象指数の変動幅（前日の最終の対

象指数と直近の対象指数の差の絶対値

をいう。）及び前日の最終の対象指数

に、次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる取

引最終日までの期間に従い、当該

（ａ）及び（ｂ）に定める数値を乗じ

て算出した数値を減じて得た値段（当

該値段が１ポイントの１万分の１未満

の場合にあっては１ポイントの１万分

の１）から、当該対象指数の変動幅及

び前日の最終の対象指数に、当該次の
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（ａ）及び（ｂ）に掲げる取引最終日

までの期間に従い、当該（ａ）及び

（ｂ）に定める数値を乗じて算出した

数値を前日の対象指数の終値に基づき

本所が算出する前日終了時点の理論価

格に加えて得た値段までの範囲内の値

段

（ａ） ９０日以内 ８％

（ｂ） ９０日超 １１％

３ 第１項に規定する先物取引に係るＪ－Ｎ

ＥＴ取引の基準値段及び国債証券先物オプ

ション取引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値

段は、立会における呼値の単位の整数倍の

数値のうち直近の本所が計算する立会のレ

ギュラー・セッションにおける最も優先す

る売呼値の値段と最も優先する買呼値の値

段を加えて得た数値を２で除して得られる

数値に最も近接する数値（当該数値が２種

類ある場合は、高い方の数値。ただし、本

所が適当でないと認めるときは、本所がそ

の都度定める数値とする。以下この項にお

いて「仲値」という。）又は立会における

直近の約定値段（ストラテジー取引による

ものを除く。）に基づき本所が算出した値

段とする。ただし、当取引日に仲値又は立

会における当該約定値段がない場合は、立

会における呼値の制限値幅の基準値段とす

る。

２ 前項に規定する先物取引に係るＪ－ＮＥ

Ｔ取引の基準値段及び国債証券先物オプシ

ョン取引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値段

は、立会における呼値の単位の整数倍の数

値のうち直近の本所が計算する立会のレギ

ュラー・セッションにおける最も優先する

売呼値の値段と最も優先する買呼値の値段

を加えて得た数値を２で除して得られる数

値に最も近接する数値（当該数値が２種類

ある場合は、高い方の数値。ただし、本所

が適当でないと認めるときは、本所がその

都度定める数値とする。以下この項におい

て「仲値」という。）又は立会における直

近の約定値段（ストラテジー取引によるも

のを除く。）に基づき本所が算出した値段

とする。ただし、当取引日に仲値又は立会

における当該約定値段がない場合は、立会

における呼値の制限値幅の基準値段とす

る。

（取引参加者等への通知及び公表）

第７条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第１４条第２項

に規定する想定元本額は、当該取引成立の

取引日における業務規程第１２条第２項に

規定するオプション対象証券の最終の約定

値段に基づいて算出する想定元本額とす

る。

（新設）

２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第１４条第２項に規

定する本所の定める金額は、１０億円と

し、本所の定める日は、当該取引成立の取

引日の翌日とする。

付  則

１ この改正規定は、平成３０年６月２５日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、平成３０年
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６月２５日から施行することが適当でないと

本所が認める場合には、同日後の本所が定め

る日から施行する。


